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梁

の
武
帝
に
よ
る
官
位
改
変
策
を
め
ぐ

っ
て

野

田

俊

昭

目
次
序

一

「改
革
」
に
お
け
る
官
職
の
地
位
改
変

　
散
騎
常
侍

　
太
子
家
令

　
尚
書
殿
中
郎

二

宋
齊
時
代
の

「清
議
」

三

「改
革
」
以
降
の

「清
議
」

結
び

序東
晋
南
朝
の
政
治

・
社
会
を
理
解
す
る
う
え
で
無
視
で
き
な
い
も

の
と
し
て
、
甲
族
、
次
門
、
後
門
、
三
五
門
と
い
っ
た
家
格
の
制
度

的
ヒ
エ
ラ

ル
ヒ
ー
の
存
在
が
あ
る
。
梁
初
ま
で
の
も
の
に
つ
い
て
図

式
的
に
い
う
と
、
甲
族
層
は
郷
品

一
、
二
品
を
得
て
、
第
五
、
六
品

に
起
家
す
る
階
層
の
人
々
、
次
門
層
は
郷
品
三
、
四
、
五
品
を
得
て

第
七
、
八
、
九
品
に
起
家
す
る
階
層
の
人
々
、
後
門
層
は
郷
品
六
、

七
、
八
、
九
品
を
得
て
流
外
に
起
家
す
る
階
層
の
人
々
で
、
三
五
門

層
は
官
界
と
は
無
縁
の
も
の
で
あ
る
。
通
常
甲
族
層
は
上
級
士
人
に
、

次
門
層
は
下
級
士
人
に
、
後
門
層
は
上
級
庶
民
に
、
三
五
門
層
は
下

級
庶
民
に
相
当
す
る
。
武
人
層
は

一
般
的
に
言

っ
た
際
、
次
門
層
以

　よ

下
に
く
み
こ
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
甲
族
、
次
門
、
後
門
と

い
う
各
集
団

は
、
起
家
や
官
達
の
う

え
で
区
別
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
特
定
の
グ
ル
ー
プ

の
官
職
を
排
他
的
に
独
占
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
即
ち
、甲
族
層
が
通

常

「清
官
」
と
称
さ
れ
る
官
職
を
排
他
的
に
独
占
し
、
次
門
層
以
下

は

「濁
官
」
と
称
さ
れ
る
官
職
に
つ
く
べ
き

で
あ

っ
た
。
甲
族
層
の

官
序
は
、
「清
途
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
甲
族
層
、

次
門
層
、
後
門
層
の
間
に
設
け
ら
れ
た
種

々
の
差
別

の
壁
は
、
時
代

が
下
る
に
つ
れ
て
漸
次
厚
く
な

っ
て
い
っ
た

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

そ
　
る
。さ

て
、

梁

の
武
帝

は

天

監

七

年

(
五

〇

八

年

)
を

そ

の
頂

点

と

す



る
所
謂

「天

監
の
改
革
」
(以
下

「改
革
」
と
い
う
)
を
断
行
し
て

い
る
。
そ
こ
で
は
、
時
代
の
流
れ
と
と
も
に
そ
の
地
位
を
低
下
さ
せ

て
い
た
が
、
な
お
曲

り
な
り
に
も
官
界
と

つ
な
が
り
を
も

っ
て
い
た

後
門
層
が
、
以
後
官
僚
た
る
べ
き
こ
と
を
否
定
さ
れ
た
。
(そ
れ
は

後
門
層
が
旧
来

つ
い
て
い
た
官
職
を
役
目
と
す
る
と
い
う
形
を
と
る

も
の
で
あ

る
。
)
以
後
官
僚
た
る
べ
き
も
の
は
、
原
則
と
し
て
甲
族

層
と
次
門
層
と
に
限
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
、
武
帝
は

こ
の

「改
革
」

に
際
し
て
、
(文
官
と
し
て
の
流
内
十

八
班
制
に
お
い
て
)
も
と
も
と
次
門
層
出
身
の
も
の
で
あ

っ
て
も
、

流
内
十
二
班
以
上
に
つ
い
た
も
の
は
、
こ
れ
を
制
度
上
甲
族
と
し
、

そ
の
子

(
・
孫
)
を
甲
族
と
し
て
起
家
さ
せ
た
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、

多
数
の
新
甲
族
層
が
生
ず
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
武
帝
の
政

策
の
背
景
に
は
様
々
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
が
、
本
稿
と
直
接
関
係

の
あ
る
も
の
と
し
て
は
、
武
帝
が
人
才
主
義
に
基
づ
き
、
旧
来
家
格

の
う
え
に
安
坐
し
て
官
僚
と
し
て
無
能
化
し
て
い
た
甲
族
層
の
な
か

に
、
そ
れ
に
比
較
す
る
と
官
僚
と
し
て
有
能
で
あ

っ
た
次
門
層

(
の

有
為
有
能
な
も
の
)
を
繰
り
入
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
甲
族
層
全
体

の
若
返
り
、
体
質
改
善
と
い
っ
た
も
の
を
目
ざ
し
た
と
い
っ
た
こ
と

　さ

が
あ
げ
ら
れ
る
。

さ
て
、
武
帝
は
右
に
述

べ
た
甲
族
層
の
人
才
主
義
に
基
づ
く
若
返

り
、
体
質
改
善
と
い
っ
た
観
点
か
ら
、
周
知
の
よ
う
に
、
旧
来
第

一

流
の
甲
族
が

つ
く
べ
き
清
官
に
、
有
為
有
能
な
も
の
で
あ
れ
ば
そ
の

も
の
が
次
門
層
出
身
の
も
の
で
あ

っ
て
も
、
抜
擢
し
て
そ
れ
に
つ
け

　ユ

る
と
い
っ
た
こ
と
を
し
て
い
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
い
く
つ
か
の

官
職
の
地
位
の
改
変
を
行
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
宮
崎

市
定
氏
以
来
、
天
子
の
意
向
も
貴
族
の
感
情
を
変
え
る
力
が
な
か

っ

た
こ
と
が
説
か
れ
て
お
り
、
大
勢
と
し
て
は
確
か
に
そ
う
し
た
こ
と

が
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
武
帝
に
よ

っ
て
地
位
の

改
変
が
図
ら
れ
た
官
職
の
う
ち
、
い
く

つ
か
の
も
の
に
つ
い
て
は
、

甲
族
層
に
よ

っ
て
そ
の
改
変
策
が
受
け
入
れ

ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
(よ
り
正
確
に
は
、
当
時
の
天
子

の
支
配
権
力
の
あ
り

方
と
甲
族
層
の
お
か
れ
た
立
場
と
か
ら
、
甲
族
層
は
好
む
と
好
ま
ざ

呑
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
受
け
入
れ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
と
す

る
べ
き
で
あ
る
。
)

本
稿
は
右
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
武
帝
に
よ
っ
て
地
位
の
改
変
が

図
ら
れ
た
い
く
つ
か
の
官
職
に
つ
い
て
考
え
、
併
せ
て
甲
族
層
が
特

定
の
グ

ル
ー
プ
の
官
職
を
排
他
的
に
独
占
し
そ
れ
を
維
持
す
る
際
、

そ
の
背
景
と
な
っ
た

「清
議
」
に
つ
い
て
考

え
、
宋
齊
時
代
と
梁
時

代
以
降
と
で
は
、
「清
議
」

の
掌
握
者
に
変
化

が
見
え
る
こ
と
、
そ

れ
は
甲
族
層
に
よ
る

「清
議
」
の
掌
握
が
弛
緩
し
て
き
た
の
を
意
味

す
る
こ
と
な
ど
を
述
べ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一

「改
革
」
に
お
け
る
官
職
の
地
位
改
変

　
散
騎
常
侍



晋
か
ら
宋
齊
に
か
け
て
、
そ
の
官
職
に
対
す
る
評
価
が
低
下
し
た

た
め
に
、
甲
族
層
が
そ
れ
に
就
く
こ
と
を
嫌
い
、
主
に
次
門
層

(以

下
の
も
の
)
が
就
く
べ
き
と
さ
れ
た
官
職
が
い
く

つ
か
あ
る
。
梁
の

武
帝
は

「改
革
」

に
お
い
て
、
そ
の
う
ち
の
い
く

つ
か
の
も
の
に
つ

い
て
地
位

の
改
変
を
図
り
、
甲
族
層
の
出
身
の
も
の
も
そ
の
官
職
に

就
く
べ
き
と
し
た
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
官
職
を
め
ぐ

っ
て
の
武
帝
の
意
図
は
、
甲
族
層
に
よ

っ
て
無
視
さ
れ
た
と
す
る
見

解
が
現
在

の
と
こ
ろ

一
般
的

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
散

騎
常
侍
の
地
位
改
変
を
め
ぐ

っ
て
の
武
帝
と
甲
族
層
と
の
間
に
見
ら

れ
る
評
価

の
ズ

レ
が
、
右
の
見
解
を
さ
さ
え
る
主
な
論
拠
の
ひ
と

つ

と
さ
れ

て

い
る
よ
う

で
あ
る
。
即
ち
、
梁
書
巻
二
十

一
江
備
伝

に
、
僕
射
徐
勉
以
権
重
自
遇
。
在
位
者
並
宿
士
敬
之
。
惟
備
及
王
規

與
抗
禮
、
不
爲
之
屈
。
勉
因
備
門
客
蟹
景
爲
第
七
児
蘇
求
備
女

婚
、
備
不
答
、
景
再
言
之
、
乃
杖
景
四
十
。
由
此
與
勉
有
杵
。

除
散
騎
常
侍
、
不
葬
。
是
時
勉
又
爲
子
求
備
弟
葺
及
王
泰
女
、

二
人
並
拒
之
。
・
:
・泰
以
疾
暇
出
宅
、
乃
遷
散
騎
常
侍
。
皆
勉

意
也
。
初
、
天
監
六
年

(
五
〇
七
年
)、
詔
以
侍
中
、
常
侍
並

侍
帷
握
、
分
門
下
二
局
入
集
書
。
其
官
品
視
侍
中
。
而
非
華
冑

所
悦
。
故
勉
斥
泰
爲
之
。

と
あ
る
。
右
に
見
え
る
華
冑
と
い
う
の
は
、
第

一
流
の
甲
族
と
い
っ

　
ら

　

た
意
味
で
あ
る
。
江
儒
は
そ
の
曾
租
父
に
宋
の
左
光
緑
大
夫
儀
同
三

司
の
江
湛
、
父
に
齊

の
太
常
卿
江
籔
を
も
ち
、
彼
自
身
も
秘
書
郎
に

　　
　

起
家
し
て
い
る
。
王
泰
は
南
朝
第

一
の
名
族

で
あ
る
現
邪
の
王
氏
に

ハヱ

属
し
、
彼
自
身
同
じ
く
秘
書
郎
に
起
家
し
て

い
る
。
周
知
の
よ
う
に

秘
書
郎
に
起
家
し
う
る
も
の
は
、
(東
晋
)
南
朝
に
あ

っ
て
は
、
第

一
流
の
家
格
を
持

つ
も
の
で
あ
る
。
江
備
、
王
泰
と
も
第

一
流
の
甲

族
で
あ
る
と
い
え
る
。
な
お
、
こ
の
徐
勉
と
江
情
、
王
泰
と
の
や
り

と
り
が
起

っ
た
の
は
、
徐
勉
の
尚
書
僕
射
在
任
中
の
普
通
三
年

(五

　　
　

二

二
年

)

か

ら
中

大

通

三

年

(
五

三

一
年

)
ま

で

の
間

で
あ

る
。

さ

て
、

こ

の
散

騎

常

侍

は

、

魏

晋

に
あ

っ
て
は

、

清

官

中

の
清

官

す
　

と
目
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
宋
代
以
降
そ
の
地
位
が
低
下
し

た
た
め
に
甲
族
層
か
ら
就
官
を
忌
避
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
も
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
評
価
の
低
下
し
た
散
騎
常
侍
の
地
位
改
変
を
図

っ
た
の
は
、
梁
の
武
帝
が
最
初

で
は
な
く
、
宋
の
孝
武
帝
も
ま
た
こ

れ
を
試
み
て
い
る
。
宋
書
巻
八
十
五
王
景
文
伝
に
、

上

(孝
武
帝
)
以
散
騎
常
侍
薔
與
侍
中
倶
掌
献
替
、
欲
高
其
選
。

以
景
文
及
會
稽
孔
號
倶
南
北
之
望
、
並
以
補
之
。

と
あ
る
。
こ
れ
は
孝
建
三
年

(
四
五
六
年
)
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
同
様
の
こ
と
を
や
や
詳
し
く
記
し
た
宋
書
巻
八
十
四

孔
競
伝
に
、

既
而
常
侍
之
選
復
卑
。
(下
略
)

と
あ
っ
て
結
局
失
敗
に
終

っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

以
上
よ
り
、
散
騎
常
侍
は
魏
晋
に
あ

っ
て
は
、
清
官
の
代
表
的
な



も
の
と
さ
れ

て
い
た
が
、
宋
齊
に
か
け
て
そ
れ
に
対
す
る
評
価
が
低

下
し
た
た
め
、
甲
族
層
に
よ

っ
て
そ
れ

へ
の
就
官
が
忌
避
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
宋
の
孝
武
帝
は
、
孝
建
三
年
に
散
騎
常
侍
の
地
位
の

改
変
を
図
り
、
南
北
の
望
で
あ
る
会
稽
の
孔
號
、
理
邪
の
王
景
文
の

散
騎
常
侍

へ
の
就
官
が

一
時
的
に
実
現
し
た
が
、
こ
の
孝
武
帝
の
意

図
は
結
局
成
功
せ
ず
、
再
び
も
と
の
状
態
に
も
ど

っ
た
。
梁
の
武
帝

は
天
監
六
年

に
再
度
地
位
の
改
変
を
図

っ
た
が
、
甲
族
層
の
散
騎
常

侍
は
、
依
然
と
し
て
嫌
わ
れ
、
そ
う
し
た
状
態
が

(
お
そ
け
れ
ば
)

中
大
通
三
年
頃
ま
で
続
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

散
騎
常
侍

の
地
位
を
め
ぐ
る
右
の
よ
う
な
理
解
は
、
宋
齊
時
代
に

つ
い
て
は
ほ
ぼ
首
肯
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
梁
代
以
降

(
と
く
に
中

大
通
三
年
頃

よ
り
以
降
)
に
つ
い
て
は
、
検
討
す
べ
き
余
地
が
あ
る

と
考
え
る
。
以
下
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
る
が
、
そ
の
際
、
次
の

よ
う
な
前
提
を
も
つ
も
の
と
す
る
。
即
ち
、
他
官
を
も

っ
て
散
騎
常

　り
　

侍
を
兼
ね
る
と
い
う
所
謂
帯
帖
及
び
他
官
を
あ
わ
せ
も
つ
も
の
に
つ

い
て
は
、

こ
れ
を
除
外
し
、
そ
の
対
象
を
散
騎
常
侍
単
独
就
官
者
に

限
定
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
そ
う
し
た
場
合
、
甲

族
層
に
よ

っ
て
散
騎
常
侍

へ
の
就
官
が
忌
避
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は

無
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。南
齊
書
巻
三
十
二
何
賊
伝
に
、

何
俄
、
字
慧
景
、
鷹
江
漕
人
也
。
祀
尚
之
、
宋
司
空
。
父
催
、

金
紫
光
緑
大
夫
。
・
:
・
(何
俄
)
解
褐
秘
書
郎
、
太
子
中
舎
人
、

:
:
。
建
元
元
年

(
四
七
九
年
)
遷
散
騎
常
侍
、
太
子
智
事
。

尋
改
侍
中
、
倦
事
如
故
。
上

(齊
高
帝

)
欲
轄
践
領
選
、
問
尚

書
令
楮
淵
、
以
践
資
重
、
欲
加
常
侍
。
淵
日
、
宋
世
王
球
從

侍
中
中
書
令
輩
作
吏
部
尚
書
。
資
與
践
相
似
。
頃
選
職
方
昔
小

輕
、
不
容
頓
加
常
侍
。
聖
旨
毎
以
蝉
冤
不
宜
過
多
。
臣
與
王
倹

既
左
珂
、
若
復
加
敢
、
則
八
座
便
有
三
絡
。
若
帖
以
驕

.
游
、

亦
爲
不
少
。
乃
以
敢
爲
吏
部
尚
書
、
加
驕
騎
將
軍
。

と
あ
る
も
の
は
、
そ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て

い
る
。
右
の
記
事
に
見

え
る
何
俄
、
楮
淵
、
王
倹
が
、
何
れ
も
当
代
第

一
流
の
甲
族
で
あ
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
う
し
た
事
例

は
史
上
数
多
く
あ
る
。

念
の
た
め
に
若
干
の
例
を
あ
げ
る
と
、
前
に
見
た
王
景
文
の
子
で
秘

書
郎
に
起
家
し
、
太
子
舎
人
な
ど
に
つ
い
た
王
績
に
つ
い
て
、
南
齊

書
巻
四
十
九
王
績
伝
に
、

元
徽
末

(
四
七
六
年
)
、
・
:
・遷
散
騎
常
侍
、
驕
騎
將
軍
。

・:
・隆
昌
元
年

(
四
九
四
年
)、
:
:
又
坐
事
免
官
。
除
冠
軍

將
軍
、
司
徒
左
長
史
、
散
騎
常
侍
、
随
王
師
。
:
:
遷
散
騎
常

侍
、
太
常
。

と
あ
り
、
同
じ
く
南
齊
書
巻
四
十
九
王
奥
伝

に
、
王
奥
に
つ
い
て
、

解
褐
著
作
佐
郎
、
太
子
舎
人
、
・:
・
(
永
明
)
六
年

(四
八
八

年
)、
遷
散
騎
常
侍
、
領
軍
將
軍
:
:
出
爲
使
持
節
、
散
騎
常

侍
、
都
督
雍
梁
南
北
秦
四
州
郵
州
之
寛
陵
司
州
之
随
郡
軍
事
、

鎮
北
將
軍
、
雍
州
刺
史
。

と
あ
る
。
著
作
佐
郎
は
甲
族
起
家
の
官
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
例
は



梁
陳
時
代
に
お
い
て
も
多
く
見
ら
れ
る
。
二
、
三
例
を
あ
げ
る
と
、

梁
書
巻
二
十

一
王
志
伝
に
、
王
志
に
つ
い
て
、

祀
曇
首
、
宋
左
光
豫
大
夫
、
・:
・父
信
慶
、
齊
司
空
、
:
:
並

有
重

名
。
:
:

(王
志
)
葬
鮒
馬
都
尉
、
秘
書
郎
:
:
梁
毫
建
、

遷
散

騎
常
侍
、
中
書
令
。
:
:

(天
監
)
三
年

(五
〇
四
年
)、

爲
散
騎
常
侍
、
中
書
令
、
領
游
撃
將
軍
。
:
:
九
年

(
五

一
〇

年
)
、
遷
爲
散
騎
常
侍
、
金
紫
光
緑
大
夫
。

と
あ
り
、
陳
書
二
十

一
王
固
伝
に
、
王
固
に
つ
い
て

左
光
豫
大
夫
通
之
弟
也
。
・
:
・起
家
梁
秘
書
郎
、
遷
太
子
洗
馬
、

:
:

(天
嘉
)
四
年

(五
六
四
年
)
、
又
爲
散
騎
常
侍
、
國
子

祭
酒
。

と
あ
り
、
同
じ
く
陳
書
巻
二
十
三
王
蜴
伝
に
、
王
蜴
に
つ
い
て
、

(前
略
)
司
空
沖
之
第
十
二
子
也
。
:
:
梁
大
同
中
、
起
家
秘

書
郎

、
遷
太
子
洗
馬
。
:
:
太
建
元
年

(
五
六
九
年
)、
遷
中

書
令
、
尋
加
散
騎
常
侍
。
除
吏
部
尚
書
、
常
侍
如
故
。

と
あ
る
。
以
上
は
多
数
の
例

の
な
か
か
ら
、
と
く
に
南
朝
第

一
の
名

族
で
あ
る
瑛
邪
の
王
氏
に
属
す
る
人

々
を
任
意
に
選
ん
だ
も
の
で
あ

る
。
か
く

て
、
散
騎
常
侍

へ
の
就
官
が
忌
避
さ
れ
た
の
は
単
独
就
官

の
場
合
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
今
、
念
の
た
め
に
孝
建
三
年

か
ら
天
監

五
年

(
五
〇
六
年
)
ま
で
に
、
散
騎
常
侍
に
単
独
就
官
し

た
も
の
を

あ
げ
る
と
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
十
名
を
あ
げ
る
こ
と

　

　

が

で
き

る

。

(
こ

の
際

、

「
累

遷
散

騎

常

侍

云

々
」

と
表

現

と

さ

れ

て

い

る
も

の
も

、

累

遷

と

い
う

の

は

鰻

上

り

の
意

味

と

さ

れ

て

い
る

の

　ユで
、
単
独
就
官

の
例
に
入
れ
た
。
㈹
の
周
捨
が
そ
れ
で
あ
る
。
)
ω

　は
ね

顧
長
康
㈹
桓
闊
㈹
沈
景
徳
ω
杜
幼
文
㈲
沈
憲
㈲
丘
蟹
鞠
ω
夏
侯
詳
㈹

周
捨
㈲
江
夏
王
鋒
㈲
南
平
王
鏡
の
十
名

で
あ
る
。
ω
顧
長
康
②
桓
閨

㈹
沈
景
徳
に
つ
い
て
は
、
正
史
に
専
伝
な
ど
が
な
く
、
そ
の
家
格
は

　ヨ

　ぜ

考
え
難

い
。
㈲
江
夏
王
鋒
⑳
南
平
王
鏡
は
帝
族

で
あ
る
。
こ
れ
ら
五

名
を
除
く
他
の
五
名
は
、
次
門
出
身
と
考
え
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。

ま
ず
ω
杜
幼
文
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
彼

は
当
時

「愴
荒
」
と
称

さ
れ
た
所
謂
晩
渡
の
北
人
で
あ
る
京
兆
杜
陵

の
杜
氏
の

一
員
で
、
彼

ハむ

自
身
も
武
人
と
し
て
官
界
に
入

っ
て
い
る
。

そ
の
家
格
は
せ
い
ぜ
い

次
門
程
度
と
す
べ
き
で
あ
る
。
㈲
沈
憲
は
呉
興
武
康
の
人
で
、
そ
の

祀
父
沈
説
道
の
極
官
が
恐
ら
く
巴
西

・
梓
溝

二
郡
の
太
守

(五
品
)、

父
沈
僕
の
極
官
が
恐
ら
く
北
中
郎
行
参
軍

(七
品
)
で
あ

っ
た
と
考

え
ら
れ
る
こ
と
、
彼
自
身
州
主
簿
に
辟
さ
れ
た
の
ち
、
臨
首
令
、
鯨

杭
令
な
ど
に
つ
き
、
地
方
官
と
し
て
の
生
活
が
長
か

っ
た
こ
と
な
ど

ハぜ

か
ら
、
そ
の
家
格
は
次
門
程
度
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
当
時
五
品
官
が

　ぜ

次
門
の
極
官

で
あ

っ
た
。
㈲
丘
蟹
鞠
は
、
郡
の
上
計
吏
に
挙
げ
ら
れ

た
の
ち
、
郡
吏
、
州
從
事
史
な
ど
を
経
て
秀
才
に
挙
げ
ら
れ
、
州
主

　　

簿
、
員
外
郎
に
な
っ
て
い
る
。
員
外
散
騎
侍
郎
は
甲
族
の
起
家
官
で

も
あ
る
が
、
官
序
の
過
程
に
あ
ら
わ
れ
る
場
合
は
、
次
門
の
就
く
べ

き
官
職
と
さ
れ
る
。
南
史
巻
二
十
五
到
禰
伝

に
、

(王
)
曼
先
爲
國
常
侍
、
轄
員
外
散
騎
郎
。
此
二
職
清
華
所
不



爲

。

あ
　

と
あ
る
。
清
華
と
い
う
の
は
甲
族
を
さ
す
。
丘
蜜
鞠
も
次
門
出
身
と

し
て
さ
し

つ
か
え
な
か
ろ
う
。
の
夏
侯
詳
は
州
主
簿
に
つ
い
た
の
ち
、

新
汲
令
、
州
治
中
從
事
史
、
別
駕
な
ど
に
な
り
、
主
と
し
て
地
方
官

　　

界
で
活
躍

し
て
お
り
、
恐
ら
く
そ
の
家
格
は
次
門
程
度
で
あ
ろ
う
。

　こ

㈹
周
捨
は
齊
の
太
學
博
士
に
起
家
し
て
お
り
、
次
門
出
身
で
あ
る
。

な
お
帝
族

の
場
合
は
そ
の
家
格
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
な
く
、
本
人

の
才
能
能
力
な
ど
に
よ
っ
て
父
の
官
序
に
比
し
て
低
い
官
に
起
家
す

　ヨ

る
こ
と
も
あ
る
の
に
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
特
殊
な
官
序
を
取
る

こ
と
が
あ
る
。
右
の
働
江
夏
王
鋒
㈲
南
平
王
鏡
の
場
合
も
そ
れ
に
該

当
し
よ
う
。事
例
が
少
な
い
の
で
確
た
る
こ
と
は
言
え
な
い
が
、前
掲

し
た
宋
書
孔
覬
伝

に
言
う

「常
侍
之
選
復
卑
云
々
」
と
あ
る
際

の

「卑
」
と

い
う
の
は
、
ほ
ぼ
次
門
層
出
身
者
を
指
す
と
さ
れ
よ
う
。

さ
て
、
天
監
六
年
の
散
騎
常
侍
の
地
位
改
変
以
降
、
散
騎
常
侍
に

単
独
で
就
官
し
た
も
の
と
し
て
前
掲
の
梁
書
江
備
伝
に
見
え
る
二
名

を
除
く
と
、
二
十
七
名
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
(累
遷
云
々
と

表
現
さ
れ

て
い
る
も
の
も
含
む
。
)
こ
の
二
十
七
名
の
う
ち
正
史
に

専
伝
な
ど
が
な
く
そ
の
家
格
を
考
え
難
い
も
の
が
三
名
、
帝
族
が

一

ハお
　

名

い
る
。

こ
の
四
名
を
除

い
た
二
十
三
名
中
の
十
二
名
が
甲
族
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
梁
書
巻
十
二
柳
枕
伝
に
、
齊
の
司
空
柳
世
隆
の

子
柳
枕
に

つ
い
て
、

起
家

爲
司
徒
行
参
軍
、
:
:

(天
監
)
八
年

(五
〇
九
年
)

:
:
俄
入
爲
秘
書
監
。
遷
散
騎
常
侍
。
轄
祠
部
尚
書
云
々
。

と
あ
り
、
同
じ
く
梁
書
巻
三
十
五
蕭
子

雲
伝

に
、
梁
の
秘
書
郎

に
起

家
し
、
太
子
舎
人
に
遷

っ
た
蕭
子
雲
に
つ
い
て
、

(中
太
通
)
三
年
、
出
爲
貞
威
將
軍
、
臨
川
内
史
。
:
:
遷
除

散
騎
常
侍
。
俄
復
爲
侍
中
。

と
あ
り
、
梁
書
巻
四
十

一
楮
翔
伝
に
、
梁
の
秘
書
郎
に
起
家
し
た
の

ち
、
太
子
舎
人
に
遷

っ
た
楮
翔
に
つ
い
て
、

中
大
通
五
年

(五
三
三
年
)、
・:
・俄
復
爲
散
騎
常
侍
、
侍
東

宮
。
太
清
二
年

(五
四
八
年
)、
遷
守
吏
部
尚
書
。

と
あ
り
、
梁
書
巻
四
十

一
薫
沿
伝
に
、
齊
の
永
明
中
に
著
作
佐
郎
に

起
家
し
た
と
思
わ
れ
る
薫
沿
に
つ
い
て
、

普
通
初

(五

二
〇
年
)、

:
:
頃
之
、

爲
通
直
散
騎
常
侍
。

:
:
二
年

(五
二

一
年
)、
遷
散
騎
常

侍
。
出
爲
招
遠
將
軍

云
々
。

と
あ
り
、
梁
書
巻
四
十

一
劉
儒
伝
に
、
梁
の
中
軍
法
曹
参
軍
に
起
家

し
た
の
ち
、
太
子
舎
人
に
就
い
た
劉
儒
に
つ
い
て
、

中
大
通
二
年

(五
三
〇
年
)、
遷
散
騎
常
侍
。
三
年
、
遷
左
民

尚
書
、
領
歩
兵
校
尉
。

と
あ
り
、
梁
書
巻
二
十

一
柳
揮
伝
に
、
齊
の
寛
陵
王
の
府
の
法
曹
参

軍
に
起
家
し
た
の
ち
、
太
子
洗
馬
な
ど
に
就

い
た
柳
揮
に
つ
い
て
、

(天
監
)
二
年

(
五
〇
三
年
)、
出
爲

呉
興
太
守
。
六
年
、
徴

爲
散
騎
常
侍
。
遷
左
民
尚
書
。



と
あ
り
、
陳
書
巻
二
十

一
張
種
伝
に
、
梁
の
王
府
法
曹
参
軍

(
王
名

は
不
明
)
に
起
家
し
た
と
考
え
ら
れ
る
張
種
に
つ
い
て
、

(前
略
)
貞
陽
侯
鱈
位
、
除
廷
尉
卿
、
太
子
中
庶
子
。
敬
帝
即

位
、
爲
散
騎
常
侍
。
遷
御
史
中
丞
、
領
前
軍
將
軍
。

と
あ
り
、
陳
書
巻
二
十
三
王
蜴
伝
に
、
梁
の
秘
書
郎
に
起
家
し
た
の

ち
、
太
子
洗
馬
に
遷

っ
た
王
場
に
つ
い
て
、

(前
略
)
貞
陽
侯
鱈
位
、
以
敬
帝
爲
太
子
、
授
場
散
騎
常
侍
、

侍
東
宮
。
尋
遷
長
象
侍
中
。

と
あ
り
、
陳
書
巻
二
十
四
衰
憲
伝
に
、
梁
の
秘
書
郎
に
起
家
し
た
の

ち
、
太
子
舎
人
に
遷

っ
た
衰
憲
に
つ
い
て
、

(太
建
)
二
年

(五
七
〇
年
)
、
轄
尚
書
吏
部
侍
郎
。
尋
除
散

騎
常
侍
、
侍
東
宮
。
三
年

(五
七

一
年
)、
遷
御
史
中
丞
、
領

羽
林
監
。

と
あ
り
、
陳
書
巻
二
十
六
徐
倹
伝
に
、
梁
の
豫
章
王
府
行
参
軍
に
起

家
し
た
徐
倹
に
つ
い
て
、

後
主
立
、
:
:
累
遷
尋
陽
内
史
、
:
:
遷
散
騎
常
侍
、
襲
封
建

昌
侯
。

と
あ
り
、
梁
書
巻
三
十
七
何
敬
容
伝
に
、
「名
家
子
」
を
も

っ
て
齊

武
帝
の
娘
長
城
公
主
に
尚
し
、
天
監
初

(五
〇
二
年
)
に
秘
書
郎
に

起
家
し
た
の
ち
、
太
子
舎
人
、
太
子
洗
馬
な
ど
に
な
っ
た
何
敬
容
に

つ
い
て
、

　

　

(前
略
)
還
除
黄
門
郎
。
累
遷
太
子
中
庶
子
、
散
騎
常
侍
、
侍

中
、
司
徒
左
長
史
。

と
あ
り
、
陳
書
巻
十
七
蓑
敬
伝
に
、
梁
の
秘
書
郎
に
起
家
し
た
の
ち
、

太
子
舎
人
、
太
子
洗
馬
な
ど
に
つ
い
た
衰
敬

に
つ
い
て
、

む

む

高
宗
卸
位
、
・
:
・累
遷
太
常
卿
、
散
騎
常
侍
、
金
紫
光
豫
大
夫
、

加
特
進
。

と
あ
る
。
以
上
あ
げ
た
十
二
名
は
、
何
れ
も
甲
族
と
し
て
さ
し
つ
か

え
な
い
。
か
く
て
、
天
監
六
年
の
散
騎
常
侍

の
地
位
改
変
以
後
、
甲

族
も
ま
た
散
騎
常
侍
の
単
独
就
官
に
応
ず
る
こ
と
が
あ

っ
た
こ
と
が

分
か
る
。
以
上
十
二
名
の
う
ち
、
六
名
が
第

一
流
の
甲
族
で
あ
る
こ

と
を
示
す
秘
書
郎
に
起
家
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
多
く
が
前

述
し
た
徐
勉
と
江
備
、
王
泰
と
の
や
り
と
り
が
あ
っ
た
中
大
通
年
間

以
降
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
、
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

以
上
、
散
騎
常
侍
の
地
位
改
変
以
降
に
お
け
る

一
流
甲
族
出
身
者

の
散
騎
常
侍
単
独
就
官
に
つ
い
て
述
べ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
に
は

次
門
や
武
人
出
身
者
の
就
官
も
依
然
と
し
て
あ
る
。
右
は
数
字
的
に

は
、
全
散
騎
常
侍
単
独
就
官
者
の
1
/
2
強
程
度
な
の
で
、
梁
の
武
帝
と

甲
族
層
の
間
に
あ
る
散
騎
常
侍
の
地
位
改
変
を
め
ぐ

っ
て
の
思
惑
に

つ
い
て
も
、
こ
の
数
字
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
に
よ

っ
て
、
そ

の
解
釈
が
異
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
筆
者
は
、
次
節
以
下
で

述

べ
る
い
く
つ
か
の
事
例
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
武
帝
の
政
策
は
か

な
り
大
き
く
成
功
し
た
と
考
え
る
。
し
た
が

っ
て
右
の
散
騎
常
侍
を

め
ぐ
る
数
字
も
そ
う
し
た
観
点
か
ら
理
解
す
べ
き
性
格
の
も
の
と
考



え

た

い

。@
太
子
家
令

晋
か
ら
宋
齊
に
か
け
て
、
そ
の
官
職
に
対
す
る
評
価
が
低
下
し
た

た
め
に
、
甲
族
層
が
そ
れ
に
就
く
こ
と
を
嫌

い
、
主
に
次
門
層

(以

下
)
の
も

の
が
就
く
よ
う
に
な

っ
た
官
職
が
、
散
騎
常
侍
の
他
に
も

い
く

つ
か
あ
る
。
梁
の
武
帝
は

「改
革
」
に
お
い
て
、
そ
の
う
ち
若

干
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
散
騎
常
侍
の
場
合
と
同
様
に
そ
の
地
位
の

改
変
を
図

り
、
甲
族
層
出
身
の
も
の
も
そ
の
官
職
に
つ
く
べ
き
で
あ

る
、
と
し

た
。
今
、そ
の
う
ち
の
太
子
家
令
に
つ
い
て
述
べ
る
。

通
典
巻
三
十
職
官
五
十
二
太
子
家
令
に
、
太
子
家
令
に
つ
い
て
、

(晋

)
太
康
八
年

(
二
八
七
年
)、
進
品
、
與
中
庶
子
二
率
同
。

自
漢
至
來
、
家
令
在
率
更
下
。
宋
則
居
上
。
:
:
齊
因
之
。
自

宋
齊

以
來
、
清
流
者
不
爲
之
。
鶏
編
緩
至
梁
天
監
六
年
、
武
帝

以
三
卿
陵
替
、
乃
詔
革
選
、
云
々
。

と
あ
る
。
右

に
清
流
と
い
う
の
は
、
甲
族
の
こ
と
と
考
え
て
さ
し
つ

　ふ
　

か
え
な
い
。
宋
齊
時
代
以
来
も
っ
ぱ
ら
太
子
家
令
に
就
く
べ
し
と
さ

れ
た
清
流
以
外
の
も
の
と
は
、
具
体
的
に
は
次
門
層
出
身
者
の
こ
と

と
す
べ
き

で
あ
る
。
右
に
太
子
家
令
就
官
者
と
し
て
名
前
の
あ
げ
ら

れ
て
い
る
沈
約
は
、
宋
の
奉
朝
請
に
起
家
し
、
齊
の
初
め
に
太
子
家

ハま

令

に
つ
い
て
い
る
。
奉
朝
請
は
次
門
の
代
表
的
な
起
家
の
官
で
あ
る
。

次
に
、
天
監
六
年
の
改
変
以
降
太
子
家
令

に
つ
い
た
と
考
え
ら
れ

る
も
の
に

つ
い
て
で
あ
る
が
、
梁
書
巻
三
十
五
蕭
子

顯
伝
に
、
甲
族

蕭
子
顯
の
子
蕭
愷

に
つ
い
て
、

初
爲
國
子
生
、
封
策
高
第
、
州
又
學
秀
才
。
起
家
秘
書
郎
。
遷

太
子
中
舎
人
、
王
府
主
簿
、
太
子
洗
馬
。
父
憂
去
職
。
服
関
、

復
除
太
子
洗
馬
。
遷
中
舎
人
、
並
掌
管
記
。
累
遷
宣
城
王
文
學
、

中
書
郎
、
太
子
家
令
、
又
掌
管
記
。

と
あ
る
。
梁
書
巻
三
十
五
蕭
子
顯
伝
に
よ
れ
ば
、
蕭
子

顯
が
卒
し
た

の
は
大
同
三
年

(
五
三
七
年
)
の
こ
と
で
あ

る
か
ら
、
蕭
愷

が
太
子

家
令
に
つ
い
た
時
期
は
自
ら
天
監
六
年
の
改
変
以
降
の
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
蕭
愷

の
兄
蕭
序
も
太
清
中
に
太
子
家
令
に
つ
い
て
い
る
。
次

に
梁
書
巻
三
十
三
張
率
伝
に
、
張
率
に
つ
い
て
、

起
家
著
作
佐
郎
。
:
:
久
之
、
除
太
子
洗
馬
。
:
:

(天
監
)

十
三
年

(五

一
四
年
)、
:
:
俄
遷
太
子
家
令
云
々
。

と
あ
り
、
梁
書
巻
二
十
七
陸
裏
伝
に
、
陸
嚢

に
つ
い
て
、

天
監
三
年
、
・:
・起
家
擢
舞
著
作
佐
郎
、
・:
・除
太
子
洗
馬

:
:
累
遷
國
子
博
士
、
太
子
家
令
、
復
掌
管
記
。

と
あ
る
。
梁
書
巻
八
昭
明
太
子
伝
に
よ
れ
ば
、
陸
裏
が
太
子
家
令
に

在
官
し
た
の
は
普
通
中
の
こ
と
で
あ
る
。
次
に
陳
書
巻
二
十

一
蕭
乾

伝
に
、
蕭
乾
に
つ
い
て
、

十
五
學
明
経
。
稗
褐
東
中
郎
湘
東
王
法
曹
参
軍
、
遷
太
子
舎
人
。

:
:
侯
景
平
、
:
:
遷
中
書
侍
郎
、
太
子
家
令
。

と
あ
り
、
同
書
巻
三
十
陸
瑳
伝
に
、
陸
瑳
に

つ
い
て
、

永
定
中
、
州
學
秀
才
。
天
嘉
元
年

(五
六
〇
年
)
、
爲
寧
遠
始



興
王
府
法
曹
行
参
軍
。
:
:
太
建
元
年
:
:
轄
中
書
侍
郎
、
太

子
家
令
。

と
あ
り
、
梁
書
巻
三
十
三
王
笏
伝
に
、
王
笥
に
つ
い
て
、

起
家
中
軍
臨
川
王
行
参
軍
、
遷
太
子
舎
人
。
:
:
累
遷
太
子
洗

馬
、
中
舎
人
、
並
掌
東
宮
管
記
。
:
:
除
太
子
家
令
、
復
掌
管

記
。
普
通
元
年
、
以
母
憂
去
職
。

と
あ
り
、
梁
書
巻
四
十

一
劉
儒
伝
に
、
劉
儒
に
つ
い
て
、

(天
監
二
年
頃
)
起
家
中
軍
法
曹
行
参
軍
、
時
鎮
軍
沈
約
聞
其

名
、
引
爲
主
簿
、
:
:
累
遷
太
子
舎
人
、
中
軍
臨
川
主
簿
、
太

子
洗

馬
、
尚
書
殿
中
郎
、
出
爲
太
末
令
:
:
。
還
除
晋
安
王
友
、

轄
太

子
中
舎
人
。
:
:
轄
中
書
郎
、
兼
中
書
通
事
舎
人
。
頃
之

遷
太

子
家
令
、
鯨
如
故
。

と
あ
る
。
さ
ら
に
梁
書
巻
二
十

一
江
備
伝
に
、
江
備
に
つ
い
て
、

起
家
秘
書
郎
、
・:
・除
太
子
洗
馬
、
:
:
及
建
康
城
平
、
構
坐

禁
錮

、
俄
被
原
、
起
爲
後
軍
臨
川
王
外
兵
参
軍
。
累
遷
臨
川
王

友
、
中
書
侍
郎
、
太
子
家
令
云
々
。

と
あ
り
、
梁
書
巻
二
十
六
陸
果
伝
に
、
齊
の
中
軍
法
曹
行
参
軍
に
起

家
し
、
太
子
舎
人
に
遷

っ
た
甲
族
陸
呆
の
弟
陸
照
に
つ
い
て
、

天
監
初
、
歴
中
書
侍
郎
、
尚
書
左
丞
、
太
子
家
令
、
卒
。

と
あ
り
、
梁
書
三
十
七
謝
學
伝
に
、
謝
學
に
つ
い
て
、

起
家
秘
書
郎
、
遷
太
子
舎
人
、
輕
車
功
曹
史
、
秘
書
丞
、
司
空

從
事
中
郎
、
太
子
庶
子
、
家
令
、
掌
東
宮
管
記
、
深
爲
昭
明
太

子
賞
接
。

と
あ
り
、
梁
書
巻
二
十
七
股
鈎
伝
に
、
股
鈎

に
つ
い
て
、

天
監
初
、
舞
鮒
馬
都
尉
、
起
家
秘
書
郎
、
太
子
舎
人
、
司
徒
主

簿
、
秘
書
丞
。
・:
・遷
騙
騎
從
事
中
郎
、
中
書
郎
、
太
子
家
令

掌
東
宮
書
記
。

と
あ
る
。
右
の
四
名
の
太
子
家
令
就
官
は
必
ず
や
天
監
六
年
の
地
位

改
変
以
降
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
以
上
あ
げ
た
人
々
は
、
何
れ
も
甲
族

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
と
、
先
に
掲
げ
た
通
典

の
記
事
と
を
あ
わ
せ
考

え
る
と
、
太
子
家
令
は
宋
齊
時
代
次
門
層
の
就
く
べ
き
官
職
で
あ

っ

た
が
、
梁
の
武
帝
は
天
監
六
年
に
そ
の
地
位

の
改
変
を
は
か
り
、
甲

族
層
の
就
く
べ
き
官
職
と
し
た
。
こ
の
改
変

に
応
じ
て
、
甲
族
層
も

太
子
家
令
に
就
官
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

た
だ
し
、
南
徐
州
迎
西
曹
行
事
と
な
り
、
晋
安
國
左
常
侍
に
除
さ

れ
た

(
た
だ
し
、
不
拝
)
到
治
が
、
天
監
十

四
年

(五

一
五
年
)
に

ハ　

太
子
家
令
に
な
り
、
太
學
博
士
に
起
家
し
た
徐
摘
が
太
通
初

(五
二

　こ

七
年
)
に
太
子
家
令
に
転
じ
て
い
る
。
ま
た
、
齊
の
太
學
生
出
身
の

許
慾
が
天
監
十
年

(五

=

年
)
に
太
子
家
令
に
転
じ
て
い
る
。
当

ゑ
　

時
、
太
學
は
次
門

(以
下
)
の
出
身
者
が
入
学
す
べ
き
で
あ

っ
た
。

さ
ら
に
、
太
學
博
士
に
起
家
し
た
周
確
が
陳

の
初
期
に
、
太
子
家
令

ま
　

に
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
四
名
は
次
門
と
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
う

し
た
天
監
六
年
以
降
の
次
門
出
身
者

の
太
子
家
令
就
官
に
つ
い
て
は
、

越
智
重
明
氏
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
天
子
に
よ
る
有
能
有
為
の
次



　　

門
層
の
抜
擢
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
天
監
六
年
以
降

に
太
子
家
令

に
就
官
し
た
も
の
は
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
以
上
あ

げ
た
十
五
名

で
す
べ
て
で
あ
る
。

天
監
六
年

の
太
子
家
令
の
地
位
改
変
以
降
に
太
子
家
令
に
就
い
た

十
五
名
の
う
ち
十

一
名
が
甲
族
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
四
名
は
第

一
流

の
家
格
を
示

す
秘
書
郎
に
起
家
し
た
人
々
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
武
帝

に
よ
る
官
職
の
地
位
改
変
が
太
子
家
令
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
大
き

く
成
功
し
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。

㈲
尚
書
殿
中
郎

東
晋
に
入

っ
て
か
ら
、
そ
の
官
職
に
対
す
る
評
価
が
低
下
し
た
も

の
と
し
て
、
尚
書
郎
が
あ
る
。
北
堂
書
紗
巻
六
十
に
引
く

「山
濤
啓

事
」
に
、
曹
選
尚
書
郎
極
清
望
、
號
稻
大
臣
之
副
。

と
あ
り
、
同
書
同
巻
に
引
く
郭
撲
の

「辟
尚
書
郎
表
」
に
、

且
毫
郎

(尚
書
郎
の
こ
と
)
清
顯
、
論
望
宜
允
者
也
。

と
あ

っ
て
、
西
晋
時
代
に
あ

っ
て
は
尚
書
郎
に
対
す
る
評
価
は

一
様

に
高
い
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
東
晋
か
ら
宋
齊
に
か
け
て
吏
部

郎
以
外
の
諸
曹
郎
に
対
す
る
甲
族
層
の
評
価
が
低
下
し
、
甲
族
層
に

よ
っ

て
そ
れ

へ
の
就
官
が
忌
避
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
太
平
御
覧

巻
二
百
十
五
に
引
く

「晋
中
興
書
」
に
、

王
坦
之

、
字
文
度
。
選
曹
將
擬
爲
尚
書
郎
、
担
之
聞
日
、
自
過

江
、
尚
書
郎
正
用
第
二
人
。
何
得
以
此
見
擬
。
其
子
國
賓
、
好

傾
側
。
婦
父
謝
安
悪
之
、
除
尚
書
郎
。
國
賓
以
爲
中
興
膏
膜
之

族
唯
作
吏
部
、
不
作
蝕
曹
郎
。
怨
之
、
僻
不
葬
。

と
あ
り
、
宋
書
巻
五
十
九
江
智
淵
伝
に
、
江
智
淵
に
つ
い
て
、

初
爲
著
作
郎
、
…
元
嘉
末

(
四
五
三
年

)、
除
尚
書
庫
部
郎
。

時
高
流
官
序
、
不
爲
嘉
郎
。
智
淵
門
孤
援
寡
、
濁
有
此
選
。
意

甚
不
説
。
固
僻
不
肯
葬
。

と
あ
る
。
太
平
御
覧
に
見
え
る
第
二
人
と

い
う
の
は
、
高
流
11
甲
族

以
外
の
人

々
、
つ
ま
り
次
門
の
こ
と
を
さ
し
、
江
智
淵
伝
に
見
え
る

高
流
と
い
う
の
は
、
著
作
佐
郎
に
起
家
す
る
よ
う
な
家
柄
、

つ
ま
り

甲
族

の
こ
と
を
さ
す
と
す
べ
き
で
あ
る
。

何
れ
に
し
て
も
以
上
見
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
吏
部
郎
以
外
の
尚

書

の
諸
曹
郎
に
対
す
る
甲
族
層
の
評
価
が
、
東
晋
か
ら
宋
齊
に
か
け

て
低
下
し
た
た
め
、
甲
族
層
に
よ

っ
て
そ
れ

へ
の
就
官
が
忌
避
さ
れ

る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

さ
て
、
梁
の
武
帝
は
、
「改
革
」
に
お
い
て
、
甲
族
層
の
体
質
改

善
、
若
返
り
政
策
の

一
環
と
し
て
、
宋
齊
時
代
天
子
に
よ
る

「天
子

の
側
近
寒
人
」
の
重
挙
な
ど
に
よ

っ
て
低
下
し

つ
つ
あ

っ
た
尚
書
省

の
機
能
回
復
に
つ
と
め
て
い
る
。
梁
書
巻
四
十
劉
顯
伝
に
、

(天
監
九
年
)
始
革
尚
書
五
都
選
。

と
あ
り
、
南
史
巻
六
武
帝
紀
、
天
監
九
年
四
月

の
条
に
、

丁
巳
、
選
尚
書
五
都
令
史
、
革
用
士
流
。

と
あ
る
。
尚
書
五
都
令
史

(尚
書
五
都
と
は
尚
書
五
都
令
史
の
こ
と



と
す
べ
き

で
あ
る
。
)
は
旧
来
後
門
層
の
つ
く
べ
き
官
で
あ

っ
た
。

前
述
し
た
ご
と
く
、
後
門
層
は

「改
革
」
以
降
原
則
と
し
て
官
僚
た

る
べ
き
を
否
定
さ
れ
た
。
そ
の
際

一
般
論
的
に
い
う
と
、
旧
来
後
門

層
の
就
く
べ
き
で
あ

っ
た
官
が
役
目
と
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
晴
書
巻
二
十
六
百
官
志
上
を
見
る
と
、

(前
略
)
又
有
五
都
令
史
、
與
左
右
丞
共
知
所
司
、
薔
用
人
常

輕
。

(天
監
)
九
年
、
詔
日
、
尚
書
五
都
職
参
政
要
。
非
但
総

領
衆
局
、
亦
乃
方
軌
二
丞
。
頃
錐
求
才
、
未
藤
妙
簡
。
可
革
用

士
流

、
毎
壷
時
彦
。
庶
同
持
領
、
乗
此
群
目
。
於
是
都
令
史
、

視
奉
朝
請
。

と
あ
る
。
尚
書
五
都
令
史
と
同
等
視
さ
れ
た
奉
朝
請
は
次
門
の
つ
く

べ
き
官
で
あ
る
。

つ
ま
り
武
帝
は
、
「改
革
」

で
本
来
な
ら
ば
役
目

と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
尚
書
五
都
令
史
の
地
位
を
あ
え
て
上
昇
さ
せ

て
、
次
門
の
つ
く
べ
き
官
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
魏
晋
南
朝
時
代
、

尚
書
省
は

一
貫
し
て
そ
の
機
構
を
拡
大
発
展
さ
せ
て
い
る
。
晋
初
に

尚
書
郎
が
二
十
五
人
で
あ
る
の
に
対
し
、
尚
書
令
史
の
数
は
正
令
史

百
二
十
人
、
書
令
史
百
三
十
人
で
あ

っ
た
。
二
百
五
十
人
の
令
史
に

対
し
て
、
尚
書
郎
が
二
十
五
人
で
あ
る
の
は
、

一
応
令
史
が
十
人
ず

つ
尚
書
郎

に
分
属
し
て
い
た
の
を
察
せ
し
め
る
。
さ
て
、
梁
書
巻
四

十

一
劉
覧
伝
に
よ
れ
ば
、
梁
代
に
は
尚
書
令
史
の
数
は
七
百
人
に
達

し
て
い
る
。
こ
の
七
百
人
と
い
う
数
字
は
尚
書
書
正
令
史
と
、
尚
書

令
史
と
を
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
拡
大
発
展
し
た

尚
書
省
の
機
構
の
円
滑
な
運
営
の
た
め
に
は
、
尚
書
省
の
中
堅
幹
部

で
あ
る
尚
書
郎
の
役
割
が
ま
す
ま
す
重
要
性
を
お
び
る
よ
う
に
な
り
、

そ
れ
に
応
じ
て
尚
書
郎
の
補
佐
を
そ
の
任
務
と
す
る
尚
書
五
都
令
史

の
役
割
も
ま
た
い
よ
い
よ
重
大
と
な

っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

つ
ま
り
右
は
、
武
帝
が
尚
書
省
の
機
能
回
復
、
重
視
策
の

一
環
と
し

て
、
尚
書
省
の
ひ
と

つ
の
か
な
め
で
あ
る
尚
書
五
都
令
史
の
地
位
の

　む

上
昇
を
図

っ
た
こ
と
を
示
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
武

帝
の
尚
書
省
の
機
能
回
復
、
重
視
策
は
、
旧
来
評
価
が
低
下
し
て
い

た
尚
書
郎
の
地
位
に
つ
い
て
も
及
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
尚
書
省

の
諸
曹
郎
の
う
ち
尚
書
殿
中
郎
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
情
況
を

想
定

で
き
る
。

梁
書
巻
三
十
四
張
緬
伝
に
、
張
緬
に
つ
い
て
、

召
補
國
子
生
。
起
家
秘
書
郎
、
出
爲
准
南
太
守
。
時
年
十
八
。

…
還
除
太
子
舎
人
、
雲
塵
外
兵
参
軍
。

…
殿
中
郎
鉄
。
高
祀

(梁
武
帝

)
謂
徐
勉
日
、
此
曹
薔
用
文
學
、
且
居
鶴
行
之
首
。

宜
詳
揮
其
人
。
勉
學
緬
充
選
。

と
あ
る
。
張
緬
が
秘
書
郎
に
起
家
し
た
の
は
、
天
監
元
年
以
降

の
こ

と
で
あ
る
。
張
緬
が
殿
中
郎
に
挙
げ
ら
れ
た

の
は
、
徐
勉
が
吏
部
尚

　ま

書
で
あ

っ
た
天
監
六
年
以
降
、
即
ち
散
騎
常
侍
、
太
子
家
令
な
ど
の

地
位
の
改
変
が
行
わ
れ
て
い
た

「改
革
」

の
前
後
の
こ
と
と
す
べ
き

で
あ
る
。
さ
ら
に
梁
書
巻
三
十
三
王
笥
伝
に
、

王
笥
字
元
禮
、

一
字
徳
柔
、
瑛
邪
臨
折
人
。
…
起
家
中
軍
臨
川



王
行
参
軍
、
遷
太
子
舎
人
、
除
尚
書
殿
中
郎
。
王
氏
過
江
以
來
、

未
有
居
郎
署
者
。
或
渤
逡
巡
不
就
。
笏
日
、
陸
平
原
東
南
之
秀
、

王
文
度
濁
歩
江
東
、
吾
得
比
躍
昔
人
、
何
所
多
恨
。
乃
欣
然
就

職
。

と
あ
る
。
右

の
臨
川
王
と
い
う
の
は
梁
の
武
帝
の
弟
で
あ
る
臨
川
靖ハ　

恵
王
宏
の
こ
と
で
、
彼
は
、
天
監
三
年
に
中
軍
將
軍
と
な
っ
て
い
る
。

王
笥
の
殿
中

郎
就
官
は
必
ず
や

「改
革
」
の
頃
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し

て
も
梁
代
に
な
る
と
、
秘
書
郎
に
起
家
し
た
も
の
や
、

東
晋
時
代
の
王
坦
之

(王
文
度
)
以
来
絶
え
て
な
か
っ
た
瑛
邪
の
王

氏

(
の
う
ち

の
甲
族
に
属
す
る
人
々
)
の
尚
書
殿
中
郎
就
官
が
あ

っ

た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

右
か
ら
、
武
帝
が
尚
書
殿
中
郎
を
重
視
し
、
旧
来
と
は
異
な

っ
た

人
事
を
行
な
お
う
と
す
る
意
図
を
持

っ
て
い
た
こ
と
が
推
断
さ
れ
よ

う
。さ
て
、
梁
代
以
降
に
尚
書
殿
中
郎
に
就

い
た
も
の
と
し
て
、
前
掲

し
た
張
緬
、
王
笏
の
他
に
十
六
名
を
掲
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ω
王

愈
②
薫
湧
㈹
何
敬
容
㈲
到
蓋
㈲
楮
向
㈲
劉
儒
ω
劉
潜
圖
薫
幾
働
王
質

㈲
徐
儀
ω
江
総
働
陸
覆
⑯
衰
憲
ω
到
沿
㈲
到
漸
⑯
周
確
の
十
六
名
が

そ
れ
で
あ
る
。
梁
書
巻
二
十

一
王
扮
伝
に
、
王
扮
の
孫
王
愈
に
つ
い

て
天
監
七
年
以
降
の
こ
と
と
し
て
、

(前
略

)
召
補
國
子
生
、
祭
酒
衰
昂
構
爲
通
理
。
策
高
第
、
除

長
兼
秘
書
郎
中
。
歴
尚
書
殿
中
郎
、
太
子
中
舎
人
、
與
呉
郡
陸

裏
封
掌
東
宮
管
記
。

ま
り

と
あ
り
、
梁
書
巻
三
十
五
蕭
子

恪
伝
に
、
甲
族
蕭
子

範
の
子
薫
湧
に

つ
い
て
、
太
宗

(梁
簡
文
帝
)
東
宮
時
、
嘗
與
郡
陵
王
敷
諸
薫
文
士
、
湧
、

確
亦
預
焉
。
湧
官
至
尚
書
殿
中
郎
云
々
。

と
あ
り
、
梁
書
巻
三
十
七
何
敬
容
伝
に
、
何
敬
容
に
つ
い
て
、

敬
容
以
名
家
子
、
弱
冠
選
尚
齊
武
帝
女
長
城
公
主
、
舞
駒
馬
都

尉
。
天
監
初
、
爲
秘
書
郎
、
歴
太
子
舎
人
、
尚
書
殿
中
郎
、
太

子
洗
馬
云
々
。

と
あ
り
、
梁
書
巻
四
十
到
概
伝
に
、
到
漸
の
孫
、
到
蓋
に
つ
い
て
、

起
家
著
作
佐
郎
、
歴
太
子
舎
人
、
宣
城
王
主
簿
、
太
子
洗
馬
、

尚
書
殿
中
郎
。

と
あ
り
、
梁
書
巻
四
十

一
楮
翔
伝
に
、
楮
翔
の
父
で
著
名
な
楮
淵
の

孫
に
あ
た
る
楮
向
に
つ
い
て
、

高
祀

(梁
武
帝
)
践
柞
。
選
補
國
子
生
。
起
家
秘
書
郎
。
遷
太

子
舎
人
、
尚
書
殿
中
郎
。

ハあ
　

と
あ
り
、
梁
書
巻
四
十

一
劉
潜
伝
に
、
甲
族
劉
孝
緯
の
弟
劉
潜
に
つ

い
て
、天
監
五
年
、
學
秀
才
。
起
家
鎮
右
始
興
王
法
曹
行
参
軍
、
随
府

盆
州
、
兼
記
室
。
王
入
爲
中
撫
軍
、
轄

主
簿
、
遷
尚
書
殿
中
郎
。

と
あ
り
、
梁
書
巻
四
十

一
瀟
幾
伝
に
、
瀟
幾

に
つ
い
て
、
天
監
四
年

(五
〇
五
年
)
以
降
の
こ
と
と
し
て
、



及

(
楊
)
公
則
卒
、
幾
爲
之
諌
。
時
年
十
五
。
…
稗
褐
著
作
佐

郎
、
盧
陵
王
文
學
、
尚
書
殿
中
郎
云
々
。

と
あ
り
、
陳
書
巻
十
八
王
質
伝
に
、
王
質
に
つ
い
て
、

右
光
禄
大
夫
通
之
弟
也
。…
梁
世
以
武
帝
甥
封
甲
口
亭
侯
、補
國

子
周
易
生
、
射
策
高
第
。
起
家
秘
書
郎
、
太
子
舎
人
、
尚
書
殿

中
郎
。

と
あ
り
、
陳
書
巻
二
十
六
徐
陵
伝
に
、
徐
陵
の
子
、
徐
儀
に
つ
い
て
、

(前
略
)
以
周
易
生
學
高
第
爲
秘
書
郎
。
…
禎
明
初

(
五
八
七

年
)、
遷
尚
書
殿
中
郎
。

と
あ
り
、
陳
書
巻
二
十
七
江
総
伝
に
、
江
総
に

つ
い
て
、

解
褐
宣
恵
武
陵
王
府
法
曹
参
軍
。
中
権
將
軍
、
丹
陽
サ
何
敬
容

開
府
、
置
佐
史
、
蚊
以
貴
冑
充
之
。
傍
除
敬
容
府
主
簿
。
遷
尚

書
殿
中
郎
。

と
あ
り
、
陳
書
巻
二
十
四
衰
憲
伝
に
、
衰
憲
に
つ
い
て
、

大
同
八
年

(
五
四
二
年
)
、
…
憲
時
十
四
、
被
召
爲
國
子
正
言

生
、
…
尋
學
高
第
、
以
貴
公
子
選
尚
南
沙
公
主
。
即
梁
簡
文
之

女
也

。
太
同
元
年

(
五
三
五
年
)、
稗
褐
秘
書
郎
。
太
清
二
年
、

遷
太

子
舎
人
。
…
敬
帝
承
制
、
徴
授
尚
書
殿
中
郎
。

と
あ
る
。
劉
儒
、
陸
瑳
に
つ
い
て
は
太
子
家
令
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
。

ハお
　

劉
儒
は
梁
の
天
監
二
年
以
降
し
ば
ら
く
し
て
、
陸
壇
は
陳
の
天
嘉
中

　コ

に
そ
れ
ぞ
れ
尚
書
殿
中
郎
に
な
っ
て
い
る
。
以
上
の

(張
緬
、
王
笥

を
含
め
た

)
十
五
名
は
甲
族
と
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。
ま
た
王
愈
、

王
固
が
瑛
邪
の
王
氏
に
属
す
る
人
々
で
あ
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
残
り
の
三
名
は
次
門
で
あ
る
。
側
到
沿
は
十
八
才
で
州
の
迎
西

曹
行
事
と
な
り
、
晋
安
國
常
侍
に
除
さ
れ
た

(
た
だ
し
不
就
)
の
ち
、

ハ　

天
監
五
年
に
尚
書
殿
中
郎
に
就
い
て
い
る
。
⑯
到
澱
は
到
沿
の
兄
で

王
國
左
常
侍
に
起
家
し
た
の
ち
、
天
監
中
に
尚
書
殿
中
郎
と
な
っ
て

　　

い
る

。
⑯

周
確

に

つ

い
て

は

す

で

に
太

子
家

令

の
と

こ

ろ

で
述

べ

た
。

お
　

彼
は
陳
の
初
期
に
尚
書
殿
中
郎
に
就
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
名
の
尚

書
殿
中
郎
就
官
は
、
太
子
家
令
の
場
合
と
同
様
に
有
為
有
能
な
次
門

層
の
天
子
に
よ
る
抜
擢
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、梁
書
巻
二

十
七
到
沿
伝
を
見
る
と
、

(天
監
)
五
年
、
遷
尚
書
殿
中
郎
。
治

兄
弟
璽
從
、
遍
居
此
職
。

時
人
榮
之
。

と
あ

っ
て
、到
沿
ら
の
尚
書
殿
中
郎
就
官
は
、
当
時
名
誉
と
さ
れ
て
い

た
。
な
お
梁
代
以
降
に
尚
書
殿
中
郎
と
な

っ
た
も
の
は
、
管
見
の
及

ぶ
限
り
で
は
以
上
の
十
八
名
が
す
べ
て
で
あ
る
。

梁
代
以
降
尚
書
殿
中
郎
に
就
い
た
も
の
十
八
名
の
う
ち
十
五
名
が

甲
族
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
七
名
が
第

一
流
の
甲
族
で
あ
る
こ
と
を
示

す
秘
書
郎
に
起
家
し
た
人
々
で
あ

っ
た
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
ら
が
、

「改
革
」
以
降
に
集
中
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
前
述
し
た
よ

う
に
武
帝
が
尚
書
殿
中
郎
を
重
視
し
、
そ
の
人
事
に
意
を
用
い
て
い

た
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
て
、
尚
書
殿
中
郎
に

つ
い
て
も
太
子
家
令
の

場
合
と
同
じ
よ
う
に
そ
の
地
位
の
改
変
が

「改
革
」
時
に
武
帝
に
よ



っ
て
企

図

さ

れ

、

し

か

も

そ

れ
が

か

な

り
大

き

く

成

功

し

た

も

の
と

さ

れ

よ

う

。

二

宋
齊
時
代
の

「清
議
」

宋
齊
時
代
、
甲
族
層
が
特
定
グ

ル
ー
プ

(清
官
と
称
さ
れ
る
)
を

排
他
的
に
独
占
し
得
た
際
、
州
大
中
正
が
大
き
い
役
割
を
果
し
て
い

る
。
そ
こ
で
大
き
く
機
能
し
た
も
の
と
し
て
、
(人
物
評
価
を
中
心

と
す
る
V
人
事
を
め
ぐ
る
輿
論
と
し
て
の

「清
議
」

の
存
在
を
想
定

す
べ
き
で
あ

る
。

ま
ず
、
東
晋
南
朝
に
お
け
る
州
大
中
正
の
職
分
に
つ
い
て
で
あ
る

が
、
南
齊
書
巻
三
十
二
王
現
伝
に
、

時
王
倹
爲
宰
相
。
属
堤
用
東
海
郡
迎
吏
。
現
謂
信
人
日
、
語
郎
、

三
台
五
省
皆
是
郎
用
人
。外
方
小
郡
、當
乞
寒
賎
。
省
官
何
容
復

奪
之
。
途
不
過
其
事
。

と
あ
る
記
事
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
種
々
解
釈

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
も
最
近
越
智
重
明
氏
が
提
出
さ
れ
た

解
釈
が
最
も
妥
当
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。

氏
は
ま
ず
、
南
齊
書
巻
二
高
帝
紀
建
元
元
年
十
月
の
条
に
見
え
る
、

宋
元
徽

二
年

(
四
七
四
年
)
以
來
、
諸
從
軍
得
官
者
、
未
悉
蒙

腺
。
可
催
速
下
訪
、
随
正
即
給
。
才
堪
蝕
任
者
、
訪
洗
量
序
。

若
四
州
士
庶
、
本
郷
論
陥
、
簿
籍
不
存
、
尋
校
無
所
、
可
聴
州

郡
保
押

。
從
實
除
奏
。
荒
遠
閾
中
正
者
、
特
許
橡
軍
簿
奏
除
。

と
あ
る
記
事
、
南
齊
書
巻
三
十
三
張
緒
伝
に
、

(張
緒
領
中
正
)。
長
沙
王
晃
属
選
用
呉
興
聞
人
琶
爲

(南
徐
)

州
議
曹
。
緒
以
資
籍
不
當
、
執
不
許
。晃
遣
書
佐
固
請
之
。緒
正

色
謂
晃
信
日
、
此
是
身
州
郷
。
殿
下
何
得

見
逼
。

と
あ
る
も
の
を
引
用
し
、
州
大
中
正
が
官
人
の
資
状
、
戸
籍
の
注
の

実
態
を
把
握
し
、
そ
れ
を
案
じ
て
、
文
官
人
事
を
あ
る
い
は
認
承
し

あ
る
い
は
否
定
し
た
こ
と
を
述
べ
ら
れ
た
の
ち
、
前
掲
し
た
南
齊
書

王
現
伝
の
記
事
を
、

時
に
王
倹
宰
相
爲
り
。
現
に
東
海
郡
に
迎
吏
を
用
う
る
こ
と
を

属
す
。
現
、
信
人
に
謂
ひ
て
曰
く
、
「郎

に
語
れ
。
三
台
五
省

は
、
皆
是
れ
郎
、
人
を
用
ひ
よ
。
外
方
の
小
郡
は
、
當
に
寒
賎

な
ん

に
乞
う
べ
し
。
省
官
何
ぞ
容
ぞ
復
之
を
奪
は
ん
や
」
と
。
遂
に

其
の
事
を
過
せ
ず
。

と
読
み
下
さ
れ
、
大
要
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

右
の
事
件
が
起

っ
た
の
は
建
元
元
年
か
ら
同

四
年

(
四
七
九
-
八

二
年
)
ま
で
の
間
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
東
海
郡
は
翼
州
に
属
し
て

い
た
。
王
堤
は
本
貫
を
琅
邪

郡
臨
沃
県
に
か
け
て
い
る
。
当
時
南
瑛

邪
郡

(
そ
の
属
県
に
臨
折
県
を
含
む
)
は
、
南

徐
州
に
属
し
て
い
た
。

從

っ
て
王
現
は
、
当
時
南
徐
州
大
中
正
で
あ

っ
た
と
す
べ
き
で
あ
る
。

当
時
王
倹
は
尚
書
右
僕
射
か
あ
る
い
は
尚
書
左
僕
射
で
吏
部
尚
書
を

兼
ね
て
い
た
。
そ
れ
を
宰
相
と
い
っ
て
い
る
の
は
の
ち
の
時
期
の
投

影
で
あ
る
。
從

っ
て
こ
の
南
齊
書
王
現
伝
の
記
事
は
、
吏
部
尚
書
と



し
て
直
接
官
人
の
人
事
を
行

っ
て
い
る
王
倹
が
、
翼
州
の
東
海
郡
の

太
守
に
、
か

つ
て
迎
吏
で
あ
り
、
当
時
三
台
五
省
の
官
人

で
あ

っ
た

某
を
任
命
し
よ
う
と
し
た
が
、
そ
の
も
の
の
本
貫
が
南
徐
州
に
あ

っ

た
の
で
、
南
徐
州
大
中
正
王
現

に
資
籍
面
か
ら
見
て
そ
れ
が
妥
当

で

あ
る
と
い
う
認
承
を
頼
ん
だ
。
王
現
は
そ
れ
に
対
し
て
、
外
方
の
小

郡
は
寒
賎

に
与
え
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、
中
央
官
衙
か
ら
任
命
す
る

の
は
よ
ろ
し
く
な
い
、
と
し
て
そ
の
依
頼
を
に
ぎ
り
つ
ぶ
し
た
こ
と

を
物
語

っ
て
い
る
と
さ
れ
よ
う
。
右
の
王
現
の
言
は
、
中
央
の
官
衙

の
人
事
が
州
大
中
正
の
認
承
と
無
関
係
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、

そ
の
人
事
に

つ
い
て
は
口
を
は
さ
ま
ず
、
依
頼
通
り
に
認
承
し
よ
う

と
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
要
す
る
に
、
州
大
中
正
は
内
外
文
官
の
　も

人
事
に
つ
い
て
認
承
権
を
も

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

首
肯
す
べ
き
見
解
で
あ
る
。と
こ
ろ
で
、右
に
見
え
る
迎
吏
に
つ
い

て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
南
徐
州
の
迎
吏
と
す
べ
き
で
あ
る
。
刺
史
が

初
め
て
任

地
に
臨
む
と
き
州
大
中
正
が
州
内
の
才
業
の
高

い
も
の
を

選
ん
で
主
簿
を
兼
ね
さ
せ
、
刺
史
を
迎
え
る
と
い
っ
た
こ
と
が
あ
り
、

郷
党
が
あ
げ
て
迎
西
曹
と
し
た
も
の
も
そ
の
よ
う
な
任
務
を
も
つ
も

の
で
あ
る
。

一
般
的
に
い
っ
た
際
、
次
門
程
度
の
家
格
の
人
々
の
な

ゆ
　

か
か
ら
選
ば
れ
る
も
の
と
さ
れ
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、右
の
王
現
伝
に
よ

れ
ば
、
そ
う
し
た
迎
吏
が
寒
賎
以
外
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
と
す
べ

き
で
あ
る
。
寒
賎
と
い
う
の
は
次
門
以
下
を
さ
す
。
甲
族
が
寒
賎
と

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
こ
で
南
史
巻
六
十
徐
勉
伝
を
見
る
と
、

薔
揚
徐
首
迎
主
簿
、
蓋
選
國
華
。
中
正
取
勉
子
樫
、
充
南
徐
選

首
。

と
あ
る
。
こ
こ
に
揚
州
と
南
徐
州
の
首
迎
主
簿
の
場
合
は
、
特
に
国

華
を
取
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て

い
る
。
国
華
と
い
う
の

お
　

は
秘
書
郎
に
起
家
す
る
よ
う
な
第

一
流
の
甲
族
を
さ
す
。
王
現
伝
に

見
え
る
か
つ
て
南
徐
州
の
迎
吏

で
あ

っ
た
某

と
は
、
必
ず
や
南
徐
州

の
首
迎
主
簿
で
あ

っ
た
も
の
で
、
そ
れ
だ
け
に
彼
は
甲
族
で
あ
っ
た

と
す
べ
き
で
あ
る
。

か
く
て
、右
の
王
現
伝
の
記
事
は
、吏
部
尚
書
の
人
事
が
家
格
を
無

視
し
、
甲
族
を
し
て
甲
族

の
就
く
べ
き
で
は
な
い
次
門
が
就
く
べ
き

官

に
就
か
し
め
よ
う
と
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
州
大
中
正
が
そ
の
職

分
を
発
揮
し
て
こ
れ
を
阻
止
し
た
こ
と
を
示

し
た
も
の
と
す
べ
き
で

あ
る
。と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
家
格
を
無
視

し
た
吏
部
尚
書
の
人
事

は
、
む
し
ろ
例
外
的
な
こ
と
と
す
べ
き
で
あ

っ
て
、
吏
部
官
僚
も
ま

た
通
常
家
格
を
重
視
し
た
人
事
を
行

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
宋
書
巻

七
十
五
王
信
達
伝
に
、

(王
信
達
)
家
貧
求
郡
。
太
祀

(宋
文
帝
)
欲
以
爲
秦
郡
。
吏

部
郎
庚
柄
之
日
、
王
弘
子
既
不
宜
作
秦

郡
。
…
乃
止
。

と
あ
る
。
(瑛
邪
の
)
王
弘
の
家
系
が
第

一
流
の
甲
族
の
そ
れ
で
あ

っ
た
こ
と
は
疑
う
べ
く
も
な
い
。
こ
れ
は
当
時
秦
郡
太
守
が
第

一
流

の
甲
族
が
就
く
べ
き
で
は
な
い
官
職
と
さ
れ
て
い
て
、
第

一
流
の
甲

族
が
そ
れ
と
し
て
進
む
べ
き
官
序
を
逸
脱
し
よ
う
と
し
た
の
を
吏
部



曹
が
阻
止
し
た
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
さ
れ
よ
う
。
さ
ら
に
宋
書
巻

五
十
七
察
興
宗
伝
に
、

(察
興
宗
)
俄
遷
尚
書
吏
部
郎
。
時

(吏
部
)
尚
書
何
偶
疾
患
。

上
謂
興
宗
日
、
卿
詳
練
清
濁
。
今
以
選
事
相
付
、
便
開
門
當
之
、

無
所
譲
也
。

と
あ
り
、
南
齊
書
巻
四
十
二
王
曇
伝
に
、

(永
明
)
八
年

(四
九
〇
年
)、
…
上
欲
以
高
宗
代
曇
領
選
、

手
勅
問
之
。
曼
啓
日
、
鷺

(高
宗
)
清
幹
有
絵
、
然
不
諸
百
氏
。

恐
不
可
居
此
職
。

と
あ
る
。
察
興
宗
伝
に
見
え
る
清
の
う
ち
、
清
は
清
塗

・
清
官
な
ど

の
清
と
基
底

を
同
じ
く
す
る
も
の
で
、
甲
族
層
あ
る
い
は
甲
族
層
の

就
く
べ
き
官
位
を
意
味
し
、
濁
と
い
う
の
は
そ
の
反
対
概
念
で
、
次

門
層
以
下
あ
る
い
は
次
門
層
以
下
の
人
々
の
就
く
べ
き
官
位
を
意
味

ハ　
　

す
る
。
こ
の
二

つ
の
史
料
は
吏
部
官
僚
が
、
甲
族
層
、
次
門
層
以
下

の
人

々
の
そ
れ
ぞ
れ
の
つ
く
べ
き
官
位
に
つ
い
て
十
分
な
知
識
を
有

し
、
か

つ
被
擬
官
者
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
家
格
の
家
に
属
し
て

い
る
か
に

つ
い
て
熟
知
し
て
い
る
必
要
が
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

ハお
　

る

も

の
と

さ

れ

よ

う

。

資

治

通

鑑

巻

一
百

二

十

八
宗

大

明

二
年

(
四

五

八

年

)

の
条

に
引

く

、

「
斐

子
野

論

」

に
、

自

晋

以

來

、

其

流

稽

改

、

艸

澤

之

士

、

猶

顯

清

塗

。

降

及

季

年

、

専

限

閥

閲

。

と

あ

る
。

も

っ
ぱ

ら

「
閥

閲

」

を

限

っ
て
人

事

を

行

っ
た

も

の

こ
そ

、

吏
部
官
僚
で
あ
り
、
そ
し
て
州
大
中
正
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

甲
族
層
に
よ
る
特
定
の
グ
ル
ー
プ

の
官
職

(そ
れ
は
清
官
と
称
さ

れ
る
)
の
排
他
的
独
占
の
維
持
は
、、
以
上
述

べ
て
き
た
よ
う
な
州

大
中
正
と
吏
部
曹
に
よ
っ
て
い
わ
ば
二
重
に
保
証
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
晋
書
巻
六
十
五
王
蒼
伝
に
、
先
に
掲
げ

た
王
弘
の
曾
租
で
、

琅
邪
王

氏
の
南
朝
に
お
け
る
隆
盛
の
基
盤
を
築

い
た
王
導
の
子
王
菅

に
つ
い
て
、

少
歴
清
官
。

と
あ
る
の
を
初
め
と
し
て
、
南
朝
に
お
い
て
し
ば
し
ば
見
え
る
甲
族

層
が
、
そ
の
家
格
に
よ

っ
て
清
官
を
経
歴
し

て
い
く
こ
と
を
示
し
た

記
事
は
、
州
大
中
正
と
吏
部
官
僚
の
職
分
が
発
揮
さ
れ
た
正
に
そ
の

結
果
で
あ
っ
た
と
す
べ
き
で
あ
る
。

さ
て
、
魏
晋
南
朝
時
代
を
特
色
づ
け
る
も

の
の
ひ
と

つ
に

「清

議
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
郷
党
に
お
け
る
人
事
を

め
ぐ
る
輿
論
と
い
っ

た
意
味

で
あ
る
が
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
甲
族
層
に
よ
る
特

定
の
グ

ル
ー
プ
の
官
職
の
排
他
的
独
占
を
將
来

し
維
持
し
て
き
た
背

景
と
な
る
も
の
と
し
て
、
こ
う
し
た

「清
議
」

の
機
能
も
ま
た
無
視

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
以
下
そ
う
し
た

「清

議
」
に
つ
い
て
述
べ

お
　
る
。晋
書
巻
七
十
慮
唐
伝
に
、
東
晋
初
期
の
こ
と
と
し
て
、

(慮
倦
)
遷
使
持
節
都
督
江
州
諸
軍
事
平
南
將
軍
江
州
刺
史
。

倦
將
行
。
上
疏
日
、
…
漢
宣
帝
時
、
二
千
石
有
居
職
修
明
者
、



則
入
爲
公
卿
。
其
不
稻
職
免
官
者
、
皆
還
爲
平
人
。
懲
渤
必
行
。

故
歴
世
長
久
。
中
間
以
來
、
遷
不
足
競
。
免
不
足
催
。
或
有
進

而
失
意
。
退
而
得
分
。
葎
官
錐
美
、
當
以
素
論
降
替
、
在
職
實

劣
、
直
以
薔
望
登
叙
。
校
游
談
爲
多
少
、
不
以
實
事
爲
先
後
。

以
此
責
成
、
臣
未
見
其
兆
也
。

と
あ
る
。
東
晋
南
朝
に
あ

っ
て
は
、
家
格
が
高
い
こ
と
を
も

っ
て
望

と
す
る
用
法
が
生
じ
て
き
て
い
る
。
晋
書
巻
七
十
t
壺
伝
に
、
西
晋

末
の
こ
ろ

の
こ
と
と
し
て
、

壺
朧

、
自
陳
日
、
…
亡
父
往
爲
中
書
令
。
時
壺
蒙
大
例
、
望
門

見
辟

。
信
其
所
執
、
得
不
砥
就
。

と
あ
る
。

又
民
望
と
い
う
の
が
あ
る
。
宋
書
巻

一
武
帝
紀
上
に
、

(前
略
)
且
桓
玄
難
以
雄
豪
見
推
、
而

一
朝
便
有
極
位
、
晋
氏

四
方
牧
守
及
在
朝
大
臣
、
蓋
心
伏
事
、
臣
主
之
分
定
　
。
高
祀

(宋

の
武
帝
)
位
微
於
朝
、
衆
無

一
旅
。
奮
腎
草
莱
之
中
、
侶

れ
ハよ

大
義

、
以
復
皇
詐
。
由
是
、
王
詫
等
諸
人
、
時
衆
民
望
、
莫
不

悦
而
揮
焉
。

と
あ
る
。
王
誼
は
壊
邪
王
氏
に
属
し
も
と
よ
り
名
門
で
あ
る
。
こ
こ

に
見
え
る
門
望
、
民
望
の
望
は
も

っ
ぱ
ら
家
格
が
高
い
も
の
を
指
し

て
い
る
と
さ
れ
よ
う
が
、
慮
盾
伝
に
見
え
る
旧
望
の
望
も
こ
う
し
た

　ぜ

望
と
基
底
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
右
に

掲
げ
た
慮
啓
伝
の
記
事
は
、
東
晋
初
期
、
人
事
が
官
僚
の
能
力
、
功

績
な
ど
に
よ

っ
て
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
「素
論
」

に
よ

っ

て
左
右
さ
れ
、
し
か
も
こ
の

「素
論
」
が
、
家
格
の
高

い
人

々
に
有

利
に
作
用
し
、
家
格
の
低
い
人
々
に
対
し
て
は
、
不
利
に
作
用
す
る

と
い
っ
た
局
面
の
存
在
す
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ

る
。と
こ
ろ
で
、
右
の

「素
論
」
(清
く
正
し

い
議
論
と
い
っ
た
意
味

を
も

つ
。
)
は
ま
た
、
(人
事
を
め
ぐ
る
輿
論
を
意
味
す
る
)
「清
談
」
、

あ
る
い
は

(人
事
を
め
ぐ
る
輿
論
を
意
味
す
る
)
「清
論
」
と
も
表

現
さ
れ
て
い
る
。
人
事
を
め
ぐ
る
輿
論
を
意
味

す
る

「清
談
」
が　　

「清
議
」
と
同

一
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
周
知
の
こ
と
に
属
す
る
。

宋
書
巻
五
十
七
票
廓
伝
に
、
吏
部
尚
書

へ
の
就
官
を
拒
否
し
た
票
廓

の
行
動
に
対
す
る
沈
約
の
評
に
、

史
臣
日
、
世
重
清
談
、
士
推
素
論
。
票
廓
錐
業
力
弘
正
、
而
年

位
未
高
、

一
世
名
臣
風
格
、
皆
出
其
下
。
及
其
固
僻
鈴
衡
、
恥

爲
志
屈
、
宣
不
知
選
録
同
髄
、
義
無
偏
断
乎
。
良
以
主
闇
時
難
、

不
欲
居
通
塞
之
任
也
。
遠
　
哉
。

と
あ
る
。
察
廓
は
著
作
佐
郎
に
起
家
し
て
お

り
、
甲
族
と
考
え
ら
れ

る
。
「清
論
」
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
宋
書
巻
六
十
二
王
微
伝
に
、

吏
部
尚
書
江
湛
が
王
微
を
吏
部
郎
に
挙
げ
た
が
、
王
微
が
そ
れ
を
固

辞
し
た
こ
と
、
か
っ
て
の
王
微
の
府
主
で
あ

る
始
興
王
溶
が
し
き
り

に
就
官
を
す
す
め
た
際
、
そ
れ
に
対
す
る
王
微
の
奉
答
箋
書
の
内
容

が
、
王
微
の
好
ん
だ
文
章
の
ス
タ
イ
ル
の
せ
い
で
、
抑
揚
が
激
し
か



っ
た
た
め
に
、
こ
の
人
事
に
不
満
が
あ
る
も
の
と
誤
解
さ
れ
、
そ
の

た
め
王
微
が

そ
の
弁
明
の
為
の
手
紙
を
、
從
弟
の
王
信
紳
に
与
え
た

こ
と
が
記

し
て
あ
る
が
、
そ
の
弁
明
の
手
紙
に
、

吾
少
學
作
文
、
又
晩
節
如
小
進
。
使
君
公
欲
民
不
楡
、
毎
加
存

飾
、
酬
封
尊
貴
、
不
厭
敬
恭
。
且
文
詞
不
怨
思
抑
揚
、
則
流
澹

無
味
。
文
好
古
、
貴
能
連
類
可
悲
、

一
往
視
之
、
如
似
多
意
。

當
見
居
非
求
志
、
清
論
所
排
、
便
是
通
僻
訴
屈
邪
。
爾
者
眞
可

謂
眞
素
寡
　
。
其
敷
旦
見
客
小
防
、
自
來
盈
門
、
亦
不
煩
濁
學

吉
也
。
此
輩
乃
云
語
勢
所
至
、
非
其
要
也
。
弟
無
懐
居
今
地
、

萬
物
初
不
以
相
非
、
然
魯
器
齊
虚
、
實
宜
書
紳
。
今
三
署
六
府

之
人

、
誰
表
裏
此
内
、
償
疑
弟
豫
有
力
、
於
素
論
何
如
哉
。
則

吾
長
随
不
死
、
終
誤
盛
肚
也
。

と
あ
る
。
王
微
も
琅
邪
王

氏
に
属
し
、
司
徒
祭
酒
に
起
家
し
た
の
ち
、

太
子
中
舎
人
、
始
興
王
友
な
ど
に
つ
い
て
お
り
、
甲
族
と
さ
れ
よ
う
。

さ
て
、
「清
議
」
は
、
「清
論
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
太
平
御

覧
巻

二
百

六
十
五
職
官
部
六
十
三
中
正
の
項
に
ひ
く
、
「萄
莇
集
」

に
、

(葡

島
)
表
譲
予
州
大
中
正
日
、
被
救
、
以
臣
爲
予
州
大
中
正
。

…
品
藻
人
物
、
以
正

一
州
清
論
、
此
乃
減
否
之
本
、
風
俗
所
重
。

と
あ
る
。

こ
れ
は
そ
の
こ
と
を
示
す
。
王
微
伝
に
見
え
る

「清
論
」

も

「清
議
」
と
同

一
の
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。

か
く
て
、
東
晋
南
朝
の

「清
議
」
は
家
格
の
高
い
人
々
に
有
利
に

作
用
し
、
そ
れ
以
外

の
人

々
に
不
利
に
作
用

す
る
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
が
官
界
の
人
事
に
対
し
て

一
定
の
効
果
を
持

つ
も
の
で
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
家
格
の
人

々
と
は
、
具
体
的
に
は
前

掲
し
た
諸
史
料
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
甲
族
層
を
さ
す
。
文
選

巻
三
十
八
に
任
彦
昇
の

「爲
薫
揚
州
作
薦
士
表
」
が
あ
る
。
こ
れ
は

齊
明
帝
の
発
し
た
異
士
を
求
め
る
詔
に
応
じ
て
、
始
安
王
遙
光
が
奉

っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
、

勢
門
上
品
、
猫
當
格
以
清
談
。
英
俊
下
僚
、
不
可
限
以
位
貌
。

と
あ
る
。
こ
の
際
の

「清
談
」
は

「清
議
」

の
こ
と
で
あ
る
。
勢
門

上
品
と
い
う
の
は
、
郷
品
二
品
以
上
の
人
々
、
つ
ま
り
は
甲
族
を
さ

す
。
右
の

「薦
士
表
」
は
王
陳
と
王
僧
儒
を
推
薦
し
て
い
る
が
、
王

陳
は
著
名
な
王
倹
の
子
で
、
弱
冠
に
し
て
准
南
長
公
主
に
尚
し
、
三

公
子
と
し
て
員
外
散
騎
侍
郎
に
除
せ
ら
れ
よ
う
と
し
た
が
拝
せ
ず
、

晋
安
王
文
学
に
除
さ
れ
た
の
ち
、
盧
陵
王
友
、
秘
書
丞
に
遷

っ
て
い

ゐ
　
る
。

も

と

よ

り
第

一
流

の
甲

族

で
あ

る

。

一
方

王

僧

儒

は

、

東

海

郡

郊

県

の
人

で
王

國

左

常

侍

に
起

家

し

た

の
ち

、

太

學

博

士

な

ど

に

つ

あ
　

い
て

い

る
。

次

門

と

さ

れ

る

。

「
清

議

」

に

よ

っ
て
格

ぐ

る

べ
き

で

あ

る
と

さ

れ

た

勢

門

上

品

(
　
甲

族

)
は

、

自

ら
王

陳

に
相

当

り
、

限

る

に
位

貌

を

以

て
す

べ

か

ら
ず

と

さ

れ

た
下

僚

英

俊

は
、

自

ら
王

　れ
　

曾

儒

に
相

当

る
。

こ

の
よ

う

に

「
清

議

」

が

、

そ

の
主

対

象

を

甲

族

層

に

限
定

す

る

よ

う

に

な

っ
た

と

い
う

と

こ
ろ

に

は

、
当

然

そ

こ

に

「
清
議

」

の
構

成

者

、
担

い
手

が
甲

族

層

に

限
定

さ

れ

る

よ

う

に

な



っ
た

こ
と

が

予

想

さ

れ

よ

う
。

(
も

と

も

と

「
清

議

」

は

、
上

級

士

人

に

よ

っ
て
操

作

さ

れ

る
性

格

の
も

の

で

あ

っ
た

の

で
あ

ろ

う

。
)

こ

う

し

た
甲

族

層

が

主

と

し

て
担

い
、

そ

の
対

象

を

甲

族

層

に
限

定

す

る

よ
う

に
な

っ
た

「
清

議
」

は

、

次

門

層

(
以

下

の
人

々

)
が

、

本

来

甲

族

層

が

就

く

べ
き

官

職

に
進

出

し

て
く

る

の

に
決

し

て
好

意

的

で

は

な

か

っ

た
。

梁

書

巻

十

三

沈

約

伝

に

、

沈

約

に

つ

い

て

、
自

負

高

才

、
昧

於

榮

利

、

乗

時

籍

勢

、

頗

累

清

談

。

及

居

端

揆

、

稻

弘

止

足

。

毎

進

一
官

、

輻

段

勤

請

退

。

而

終

不

能

去

。

論

者

方

之

山

濤

。

と

あ

る
。

沈

約

は
前

述

し

た

よ

う

に
次

門

で
あ

る

。
こ

の
際

の
「
清

談

」

ハヨ

も

「
清

議

」

の

こ
と

で
あ

る

。

端

揆

と

い
う

の

は
尚

書

令

あ

る

い
は

　ヨ

尚
書
僕
射

の
こ
と
と
す
べ
き
で
あ
る
。
沈
約
は
天
監
六
年
十
月
に
尚

ね
　　
　

書
令
に
、
天
監
元
年
に
尚
書
僕
射
に
な

っ
て
い
る
。
尚
書
令
、
尚
書

僕
射
は
本
来
甲
族
層
が

つ
く
べ
き
で
あ

っ
た
と
す
べ
き
で
あ
る
。
こ

れ
は

「清
議
」
が
擾
頭
す
る
次
門
に
対
し
て
決
し
て
好
意
的
で
な
か

っ
た
こ
と
を
示
唆
し
た
も
の
と
さ
れ
よ
う
。
(た
だ
し
、
こ
の
場
合

は
後
述
す
る
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
天
子
の
支
配
権
力
と
甲

族
層
と
の
あ
り
方
に
変
化
が
生
じ
、
「清
議
」
の
持

つ
人
事
に
対
す

る
規
制
力
に
弛
緩
が
見
え
は
じ
め
た
こ
ろ
の
こ
と
を
示
し
た
も
の
と

す
べ
き
で
あ
る
。
)

右
に
見
た
よ
う
に
、
宋
齊
代
に
お
け
る
州
大
中
正
の
職
分
は
家
格

に
則

っ
た

人

事

を

守

る

べ
き

と

こ

ろ

に
あ

り
、

「
清

議
」

も

ま

た
家

格

を

維

持

す

べ
く

機

能

す

る

も

の

で
あ

っ
た

。
州

大

中

正

の
職

分

に

は

も

と

も

と

そ

う

し

た

「
清

議
」

を
掌

る

も

の

が

あ

っ
た

。

こ

う

し

た

こ
と

は

「
改

革
」

以

降

に
あ

っ
て
も
変

り

は

な

か

っ
た

で

あ

ろ

う

。

宋

齊

時

代

そ

の

「
清

議
」

は

甲

族

層

が
独

占

す

べ

き

で

あ

っ
た

。

三

「
改
革
」
以
降

の
「
清

議
」

梁
代
に
な
る
と
、
甲
族
層
に
よ
る

「清
議
」
の
掌
握
に
弛
緩
が
見

え
て
く
る
が
、
そ
れ
は

「清
議
」
の
担

い
手

に
変
化
が
生
じ
た
こ
と

と
関
連
す
る
。
即
ち
、
梁
王
朝
の
成
立
と
と
も
に
政
治
的
に
擁
頭
し

た
次
門
層
に
よ

っ
て
、
「清
議
」
が
掌
握
さ
れ
る
局
面
が
生
じ
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
梁
書
巻
五
十
伏
挺
伝
に
、
晋
陵
令
、
武
康

令
な
ど
に
就
い
た
の
ち
、
退
官
し
て
隠
静
し
て
い
た
伏
挺
に
つ
い
て
、

挺
少
有
盛
名
、
又
善
威
當
世
。
朝
中
勢
素
、
多
與
交
遊
、
故
不

能
久
事
隠
静
。
時
僕
射
徐
勉
以
疾
假
還
宅
。
挺
致
書
以
観
其
意

日
、
…

一
日
柳
呈
小
文
、
不
期
過
賞
、
還
逮
隆
渥
、
累
腰
兼
翰
、

紙
縛
字
磨
、
調
復
無
已
。
徒
恨
許
與
過
當
、
有
傷
準
的
。
昔
子

建
不
欲
妄
讃
陳
琳
、
恐
見
喧
晒
後
代
。
今
之
過
奢
鯨
論
、
將
不

有
累
清
談
。

と
あ
る
。
梁
書
巻
二
十
五
徐
勉
伝
に
よ
れ
ば
、
徐
勉
が
病
気
の
た
め

に
休
暇
を
賜
わ
り
帰
郷
し
た
の
は
、
尚
書
僕
射
を
も

っ
て
中
書
令
を

加
え
ら
れ
た
直
後

の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
右
の
記
事
は
普
通
五
年



五
二
四
年
)
頃
の
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
さ
れ
よ
う
。
伏
挺
は
南

平
昌
郡
安
丘
県
に
本
貫
を
か
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
齊
の
建
武
三
年

(四
九
六
年
)
に
南
平
昌
郡
が
省
か
れ
て
以
来
、
安
丘
県
は
南
東
莞

郡
に
属
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
徐
勉
は
、
南
東
海
郡
郊
県

に
そ
の
本
貫
を
か
け
て
い
る
。
当
時
、
南
東
莞
郡
、
南
東
海
郡
と
も

　き

南

徐

州

に
属

し

て

い
た
と

考

え

ら

れ

る
。
と

こ
ろ

で

、
徐

勉

は

、

南

齊

　ヨ

時
代
に
西
陽
王
國
侍
郎
に
起
家
し
て
お
り
、
次
門
出
身
で
あ
る
。
彼

は
梁
王
朝

の
成
立
と
と
も
に
政
治
的
に
擾
頭
し
、
勢
力
を
振

っ
た
人

で
あ
る
。

「改
革
」
を
実
質
的
に
遂
行
し
た
人
で
あ
る
こ
と
は
周
知

の
こ
と
に
属
す
る
。

つ
ま
り
、
右
の
伏
挺
伝
の
記
事
は
、

一
旦
退
官

し
た
伏
挺
が
官
界
に
復
す
る
際
に
、
同
じ
僑
州
に
本
貫
を
か
け
る
徐

勉

に
「清
議
」
を
求
め
た
こ
と
(右
の
「清
談
」
は
「清
議
」
の
こ
と
と
す

　　

べ
き
で
あ
る
。
)
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
徐
勉
は
本
来
の
甲
族

で

は
な
く
、
政
治
的
に
擁
頭
し
た
次
門
出
身
者
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
右
は
梁
の
普
通
頃
に
な
る
と
、
宋
齊
時
代
と
異
な
り

「清
議
」
が
、
政
治
的
に
擾
頭
し
た
次
門
出
身
者
に
よ

っ
て
掌
握
さ

れ
る
と
い
う
局
面
が
生
じ
た
こ
と
を
示
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
際
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
政
治
的

に
掻
頭
し
た
次
門
出
身
者
に
よ
っ
て

「清
議
」
が
掌
握
さ
れ
る
と
い

っ
た
情
況
が
、
南
徐
州
に
お
い
て
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

南
齊
書
巻

十
四
州
郡
志
上
、
南
徐
州
の
項
に
、

南
徐
州
、
…
宋
氏
以
來
、
桑
梓
帝
宅
、
江
左
流
寓
、
多
出
膏
膜
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
南
徐
州
に
は
、
所
謂

北
来

の

一
流
士
人
が
多
く
そ
の
本
貫
を
か
け
た
と
こ
ろ
で
、
南
朝
政

治
史
を
考
え
る
う
え
で
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
狼
邪
の
王
氏
も
、

も
ち
ろ
ん
こ
こ
に
本
貫
を
か
け
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
他

の
諸
州
と

比
較
し
た
際
、
甲
族
層
に
よ
る

「清
議
」

の
掌
握
は
、
よ
り
強
力
な

も
の
で
あ

っ
た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
膏
膜
が
籏
出
す
る

地
に
お
い
て
、
次
門
出
身
者
に
よ
る

「清
議
」

の
掌
握
と
い
う
事
態

が
出
現
し
た
こ
と
は
、
南
朝
政
治
史
の
う
え
に
お
い
て
軽
視
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
は
な
い
。

ち
な
み
に
、
六
朝
に
お
け
る
官
人
の
身
分
は
起
家
の
官
に
よ
っ
て

規
制
さ
れ
る
局
面
が
あ
り
、
次
門
と
し
て
起
家
し
た
人
は
、
た
と
え

政
治
的
に
擡
頭
し
て
、
甲
族
の
就
く
べ
き
官

に
就

い
た
と
し
て
も
、

「寒
士
」
な
ど
と
称
さ
れ
、
甲
族
層
と
は

一
線
を
画
す
べ
き
も
の
と

ハ　
　

さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
「改
革
」
以
降
、
右
の
普
通
五

年
頃
の
段
階
に
あ

っ
て
も
、
依
然
と
し
て
甲
族
層
の
意
識
の
な
か
に

残

っ
て
い
た
ろ
う
が
、
そ
れ
が
政
治
的
に
持

つ
意
義
は
、
旧
来
と
は

自
ら
異
な
っ
た
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。

最
後
に
、
政
治
的
に
擡
頭

し
た
次
門
出
身

に
よ
る

「清
議
」
の
掌

握
、
ひ
い
て
は
甲
族
層
に
よ
る

「清
議
」
の
掌
握
の
弛
緩
を
示
す
史

料
を
も
う

一
つ
あ
げ
て
お
く
。
同
じ
く
徐
勉

に
関
連
し
た
も
の
で
あ

る
が
、
南
史
巻
六
十
徐
勉
伝
に
、

曹
揚
徐
首
迎
主
簿
、
壷
選
國
華
。
中
正
取
勉
子
樫
、
充
南
徐
選



首
。
帝

(梁
武
帝
)
救

之
日
、
卿
寒
士
。
而
子
與
王
志
子
同
迎
。

マ
マ偶
王
以
來
、
未
之
有
也
。

と
あ
る
。
国
華
と
い
う
の
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
第

一
流
の
甲
族
を

さ
す
。
王
志
は
齊
の
司
空
王
信
慶
の
子
で
、
彼
自
身
秘
書
郎
に
起
家

　　

し
て
お
り
、
も
と
よ
り
第

一
流
の
甲
族
で
あ
る
。
こ
れ
は
家
格
の
遵

守
を
そ
の
職
分
と
す
る
州
大
中
正
が
、
あ
え
て
そ
の
職
分
を
す
て
て
、

政
治
的
に
擡
頭

し
た
次
門
出
身
の
徐
勉
に
向

っ
て
阿
譲
し
た
こ
と
を

示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
州
大
中
正
の
行
為
は
、
今
ま
で
述
め
　こ

べ

て
き

た

こ
と

か

ら

、

こ

れ

を

異

と

す

る

に
足

り

な

い

で
あ

ろ

う

。

結
び

晋
か
ら
宋
齊
に
か
け
て
そ
の
官
職
に
対
す
る
評
価
が
低
下
し
た
た

め
に
、
甲
族
層
が
そ
の
官
職
に
就
く
こ
と
を
嫌
い
、
も

っ
ぱ
ら
次
門

層

(以
下

)
の
出
身
の
人
々
が
就
く
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
官
職
が
い

く

つ
か
あ

る
。
梁
の
武
帝
は

「改
革
」
に
際
し
て
、
そ
う
し
た
官
職

の
う
ち
若
干
の
も
の
に
つ
い
て
そ
の
地
位
の
改
変
を
図
り
、
以
降
に

あ

っ
て
は
甲
族
層
も
そ
の
官
職
に
就
く
べ
き
も
の
と
し
た
。
武
帝
の

こ
う
し
た
政
策
に
つ
い
て
は
、
甲
族
層
に
よ
っ
て
無
視
さ
れ
て
失
敗

し
た
と
す
る
見
解
が
旧
来

一
般
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で

は
右
の
武
帝
に
よ
る
官
職
の
地
位
改
変
策
に
よ
っ

て
以
降
甲
族
層
も

就
く
べ
き
と
さ
れ
た
若
干
の
官
職
、
即
ち

(天
子
側
近
の
)
散
騎
常

侍
、
(皇
太
子
の
官
衛
の
要
官
)
太
子
家
令
、
(国
政
遂
行
の
中
心
と

な
る
尚
書
省
の
)
尚
書
殿
中
郎
に
つ
い
て
検
討
し
た
結
果
、
武
帝
の

右
の
政
策
が
甲
族
層
に
よ
っ
て
無
視
さ
れ
、
失
敗
し
た
と
す
る
見
解

を
全
面
的
に
は
首
肯
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を

述
べ
た
。

さ
て
、
甲
族
層
が
特
定

の
グ

ル
ー
プ

の
官
職

(清
官
と
称
さ
れ

る
)
を
排
他
的
に
独
占
し
、
そ
れ
を
維
持

す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し

め
た
も
の
と
し
て
、
州
大
中
正
の
職
分
が
あ

る
。
そ
う
し
た
州
大
中

正
の
職
分
の

(正
常
な
)
発
揮
は
、
そ
れ
が

「清
議
」
を
握

っ
て
い

た
こ
と
に
よ
る
。
こ
の

「清
議
」
は
も
と
も
と
甲
族
層
の
手
に
あ

っ

た
。と
こ
ろ
で
、
梁
代
に
な
る
と
甲
族
層
の

「清
議
」
の
掌
握
に
弛
緩

が
見
え
て
く
る
。
そ
れ
は
政
治
的
に
擾
頭

し
た
次
門
層
出
身
者
に
よ

っ
て

「清
議
」
が
掌
握
さ
れ
る
と
い
う
局
面

が
生
じ
て
き
た
こ
と
と

関
連
す
る
。

「改
革
」
に
際
し
て
、
武
帝
の
行

っ
た
官
職
の
地
位
改
変
策
が
相

当
程
度

の
成
功
を
収

め
た
要
因
の
ひ
と

つ
と
し
て
、
右
の
よ
う
な

「清
議
」
を
め
ぐ
る
情
況
を
考
え
る
べ
き

で
あ
る
。
要
す
る
に
、右
の

武
帝
の
政
策
が
相
当
程
度
の
成
功
を
収
め
た
主
要
因
と
し
て
、
当
時

の
甲
族
層
の
あ
り
方
か
ら
、
彼
等
は
自
ら

の
意
志
を
貫
徹
す
る
ほ
ど

の
力
を
も
は
や
も
つ
こ
と
な
く
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら

ず
、
時
と
と
も
に
こ
の
政
策
を
受
け
入
れ
ざ

る
を
得
な
か

っ
た
こ
と

お
　

を

あ

げ

る

べ

き

な

の

で
あ

る

。



主
馬
、'

(
1
)越
智
重
明
氏
、
「梁
の
天
監
の
改
革
と
次
門
層
」
(史
学
研
究
九

十
七
)

・

「梁
陳
時
代
の
甲
族
層
起
家
の
官
を
め
ぐ
っ
て
」

(史
渕

九
十
七
)

・

「魏
晋
南
朝
の
最
下
級
官
僚
層

に
つ
い

て
」

(
史
学
雑
誌
七
十
四
-
七
)

・

「魏
晋
南
朝
の
貴
族
制
』

参
照
。

甲
族

(層
)、
次
門

(層
)、
後
門

(層
)、
三
五
門

(層
)
と

い
う
呼
称
は
こ
の
四
論
考
に
よ

っ
た
。

(2
)越
智
重
明
氏
、
「南
朝
の
清
官
と
濁
官
」
(史
渕
九
十
八
)
及
び

(1
)
に
掲
げ
た
諸
論
考
参
照
。

(3
)前
掲
、
「梁
の
天
監
の
改
革
と
次
門
層
」
参
照
。

(
4
)梁
書
巻

四
十
九
庚
於
陵
伝

・
宮
崎
市
定
氏
、
「九
品
官
人
法
の

研
究
』
参
照
。

(
5
)前
掲
、
「南
朝
の
清
官
と
濁
官
」
参
照
。
な
お
、
甲
族

(層
)、

次
門

(層
)、
後
門

(層
)
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
官
に
就

き
、
ど
の
よ
う
な
官
序
を
執
る
べ
き
で
あ

っ
た
か
と
い
う
こ
と

の
理
解
は
、
こ
の
論
考
及
び
(
1
)に
あ
げ
た
諸
論
考
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。

(
6
)梁
書
巻

二
十

一
江
備
伝
参
照
。

(
7
)梁
書
巻

二
十

一
王
泰
伝
参
照
。

(
8
)万
斯
同
、
「梁
将
相
大
臣
表
」
参
照
。

(
9
)大
唐
六
典
巻
八
黄
門
侍
郎

・
同
書
巻
八
左
散
騎
常
侍

・
上
田
早

苗
氏
、
「貴
族
的
官
制
の
成
立
」
(
「中
国
中
世
史
研
究
』
所
収
)

参
照
。

(
10
)帯
帖
に
つ
い
て
は
、
周

一
良
氏
、
「南
齊
書
丘
蜜
鞠
伝
試
釈
兼

論
南
朝
文
武
位
及
清
濁
」
(
『魏
晋
南
北
朝
史
論
集
』
所
収
)
参

照
。

(
11
)前
掲
、
『九
品
官
人
法
の
研
究
』
参
照
。

(
12
)た
だ
し
、
未
拝
で
卒
し
て
い
る
。

(
13
)顧
長
康
、
桓
閨
は
何
れ
も
宋
書
巻
九
後
廃
帝
本
紀
に
、
沈
景
徳

は
南
齋
書
巻
三
武
帝
本
紀
に
見
え
て
い
る
。

(
14
)南
齊
書
巻
三
十
五
に
両
者
の
伝
が
あ
る
。

(
15
)宋
書
巻
六
十
五
杜
駿
伝
参
照
。

(
16
)南
齊
書
巻
五
十
三
沈
憲
伝
参
照
。

(
17
)越
智
重
明
氏
、
「王
信
慶
の
戒
子
書
を
め
ぐ
っ
て
」
(東
方
学
六

十
三
)
参
照
。

(
18
)南
齊
書
巻
五
十
二
丘
璽
鞠
伝
参
照
。

(
19
)前
掲
、
「南
朝
の
清
官
と
濁
官
」

・
中
村
圭
爾
氏
、
「南
朝
の
九

品
官
制
に
お
け
る
官
位
と
官
歴
-
梁
十

八
班
制
を
め
ぐ

っ
て

ー
」
(史
学
雑
誌
八
十
四
-

四
)
参
照
。

(
20
)梁
書
巻
十
夏
侯
詳
伝
参
照
。
南
齊
書
巻
八
和
帝
本
紀
に
よ
れ
ば

夏
侯
詳
は
中
興
元
年

(五
〇

一
年
)
三
月
乙
己
以
前
の
何
れ
か

の
時
期
に
散
騎
常
侍
に
単
独
就
官
し
て
い
る
。



(
21
)梁
書
巻
二
十
五
周
捨
伝
参
照
。

(22
)前
掲

、
『魏
晋
南
朝
の
貴
族
制
』
参
照
。

(
23
)本
文

に
掲
げ
た
十
四
名
を
除
く
十
五
名
は
以
下
の
人
々
で
あ
る
。

ω
曹
仲
宗

(梁
書
巻
三
武
帝
本
紀
下
)
鋤
江
安
侯
園
正

(梁
書

巻
五
元
帝
本
紀
)
㈹
斐
之
禮

(
梁
書
巻
二
十
八
養
遽
伝
)
ω
朱

昇

(
梁
書
巻
三
十
八
朱
昇
伝
)
㈲
賀
環

(
梁
書
巻
三
十
八
賀
環

伝
)
㈲
元
樹

(梁
書
巻
三
十
九
元
樹
伝
)
ω
斐
之
横

(梁
書
巻

四
十
五
王
僧
辮
伝
)
㈹
周
羅
喉

(陳
書
巻
五
宣
帝
本
紀
)
働
皐

文
奏

(陳
書
巻
六
後
主
紀
)
⑳
酪
牙

(陳
書
巻

二
十
二
酪
牙

伝
)
㈲
徐
孝
克

(陳
書
巻
二
十
六
徐
陵
伝
)
働
銚
察

(陳
書
巻

二
十
七
銚
察
伝
)
⑯
徐
度

(陳
書
巻
十
二
徐
度
伝
)
働
察
景
歴

(陳
書

巻
十
六
票
景
歴
)㈲
陸
汎

(陳
書
巻
十
六
陸
山
才
伝
)。

(
24
)前
掲
、
「南
朝
の
清
官
と
濁
官
」
参
照
。

(
25
)梁
書
巻
十
三
沈
約
伝
参
照
。

(26
)梁
書
巻
二
十
七
到
治
伝
参
照
。

(27
)梁
書

巻
三
十
徐
摘
伝
参
照
。

(
28
)南
齊
書
巻
九
禮
志

一
に
、
東
昏
侯
の
時
の
こ
と
と
し
て
、

領

國
子
助
教
曹
思
文
上
表
日
、
…
晋
初
太
学
生
三
千
人
、
既

多

狸
雑
。
恵
帝
時
欲
辮
其
浬
滑

。
故
元
康
三
年

(
二
九
三

年
)、
始
立
國
子
學
、
官
品
第
五
品
以
上
、
得
入
國
學
。
…

太
學
之
與
國
學
、
斯
是
晋
世
、
殊
其
士
庶
、
異
其
貴
賎
耳
。

然
貴
賎
士
庶
、
皆
須
教
成
。
故
國
學
太
學
、
雨
存
之
也
。

と
あ
る
。
こ
の
際
の
庶
11
賎
は
宋
書
巻

九
十
四
恩
倖
伝
の
序
に

み
え
卑
庶
と
同
じ
く
次
門
層
以
下
を
さ
す
と
さ
れ
よ
う
。
前
掲
、

「魏
晋
南
朝
の
最
下
級
官
僚
層
に
つ
い
て
」
参
照
。

(29
)陳
書
巻
二
十
五
周
弘
正
伝
参
照
。

(
30
)前
掲
、
「南
朝
の
清
官
と
濁
官
」
参
照
。

(
31
)拙
稿
、
「東
晋
南
朝
に
お
け
る
天
子
の
支
配
権
力
と
尚
書
省
」

(九
州
大
学
東
洋
史
論
集
五
)
参
照
。

(
32
)梁
書
巻
二
十
五
徐
勉
伝

・
前
掲
、
「梁
将
相
大
臣
表
」
参
照
。

(
33
)梁
書
巻
二
十
二
臨
川
王
宏
伝
参
照
。

(
34
)
蕭
子
範
は
薫
湧
起
家
よ
り
前
に
太
子
洗
馬
な
ど
と
な

っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
薫
湧
は
起
家
時
甲
族
で
あ

っ
た
と
し
て

差
支
え
な
か
ろ
う
。

(
35
)劉
孝
紳
は
、
父
死
後
甲
族
と
し
て
著
作
佐
郎
に
起
家
し
て
い
る
。

(
36
)梁
書
巻
四
十

一
劉
儒
伝
参
照
。

(
37
)陳
書
巻
三
十
陸
瑳
伝
参
照
。

(
38
)梁
書
巻
二
十
七
到
治
伝
参
照
。

(39
)梁
書
巻
四
十
到
漸
伝
参
照
。

(
40
)陳
書
巻
二
十
五
周
弘
正
伝
参
照
。

(
41
)前
掲
、
『魏
晋
南
朝

の
貴
族
制
』
参
照
。

(
42
)前
掲
、
『魏
晋
南
朝

の
貴
族
制
』

・

『九
品
官
人
法

の
研
究
』

参
照
。

(
43
)前
掲
、
「南
朝
の
清
官
と
濁
官
」
参
照
。



(
44
)前
掲
、
「南
朝
の
清
官
と
濁
官
」
参
照
。

(
45
)拙
稿
、

「晋
南
朝
の
吏
部
曹
の
擬
官
を
め
ぐ
っ
て
」
(九
州
大
学

東
洋
史
論
集
六
)
参
照
。

(
46
)清
議
に

つ
い
て
は
、
そ
の
も

つ
も
う
ひ
と

つ
の
側
面
で
あ
る
官

僚
処
罰

に
つ
い
て
主
に
考
察
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
越
智
重

明
氏
、
「清
議
と
郷
論
」
(東
洋
学
報
四
十
八
-

一
)
を
参
照
す

べ
き
で
あ
る
。

(47
)越
智
重
明
氏
、
「晋
南
朝
の
士
大
夫
」
(
『九
州
大
学
文
学
部
四

十
周
年
紀
念
論
文
集
』
所
収
)
参
照
。

(
48
)唐
長
儒
氏
、
「清
談
与
清
議
」
(『続
魏
晋
南
北
朝
史
論
叢
』
所

収
)

・
板
野
長
八
氏
、
「清
談
の

一
解
釈
」
(史
学
雑
誌
五
十
-

三
)
参

照
。

(
49
)梁
書
巻

二
十

一
王
陳
伝
参
照
。

(
50
)梁
書
巻

三
十
三
王
信
儒
伝
参
照
。

(
51
)前
掲
、
「清
議
と
郷
論
」
参
照
。

(
52
)前
掲
、
「清
談
与
清
議
」
参
照
。

(
53
)南
齊
書
巻
二
十
三
王
倹
伝
で
尚
書
令
の
こ
と
を
端
揆
と
称
し
、

梁
書
三
十
七
謝
學
伝
で
は
尚
書
僕
射
を
端
揆
と
称
し
て
い
る
。

な
お
、
尚
書
令
は

「改
革
」
以
前
に
あ
っ
て
は
第
三
品
、
以
降

に
あ

っ
て
は
流
内
十
六
班
、
尚
書
僕
射
は

「改
革
」
以
前
に
あ

っ
て
は
第
三
品
官
、
以
降
に
あ

っ
て
は
流
内
十
五
班
で
あ
る
。

通
典
巻
三
十
七
職
官
十
九
参
照
。

(54
)南
齊
書
巻
十
四
州
郡
志
上
南
徐
州
の
項
参

照
。

(55
)梁
書
巻
二
十
五
徐
勉
伝
参
照
。

(56
)前
掲
、
「清
談
与
清
議
」
参
照
。

(57
)前
掲
、
「王
信
慶
の
戒
子
書
を
め
ぐ
っ
て
」
参
照
。

(
58
)梁
書
巻
二
十

一
王
志
伝
参
照
。

(
59
)州
大
中
正
は
通
常
甲
族
層
か
ら
出
る
。
そ
の
州
大
中
正
に
も
擾

頭
し
た
次
門
が
任
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
生
ず

る
。

補
(
1
)
「時
衆
民
望
」
は
、
「時
失
民
望
」
が
正
し
い
と
す
る
説
も

あ
る

(中
華
書
局
本
、
校
勘
記
)。
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
王

説
ら
が
、
民
衆
の
期
待
を
に
な
っ
て
皇
詐
を
復
し
得
る
ほ
ど

の
存
在
で
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
も
と
も
と
そ
う
し

た
こ
と
は
想
定
し
に
く
い
。
こ
の
際
は
や
は
り
時
の
有
力
者

層
と
い
っ
た
意
味
の
時
衆
と
い
う
表
現
を
と
る
べ
き
で
な
か

ろ
う
か
。
(両
者
で
民
望
の
意
味
は
異
な
る
。
)

補
(
2
)梁
書
巻
十
三
沈
約
伝

・
前
掲
、
「梁
将
相
大
臣
表
」
参
照
。

補
(
3
)な
お
、
南
朝
も
後
半
に
な
る
と
、
吏
部
曹
の
行
う
人
事
行
政

に
対
す
る
天
子
の
支
配
権
力
の
優
越
が
顕
著
に
な

っ
て
く
る
。

前
掲
、
「晋
南
朝
の
吏
部
曹
の
擬
官
を

め
ぐ
っ
て
」
参
照
。


